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｢風水の村｣序論一『北木山風水記』について-(町田･都築)

図15 蔵元のEEl

註

(
-
)
八
重
山
蔵
元
の
建
物
に
つ
い
て
'

『八
重
山
島
年
来
記
』
に
以
下
の
よ
う
に

み
え
る
｡

康
配
州三
十
五
年

(
1
六
九
六
)

蔵
元
初
而
瓦
葺
二
成
普
請
仕
置
候
｡

乾
隆
四
年

(
1
七
三
九
)

御
蔵
元
本
殿
仕
上
'
世
蔵

･
勘
定
座

･
本
門
･
火
神
屋

･
火
焼
所
､
北
向
二

引
改
普
請
｡
蔵
内
ひ
ん
ふ
ん
新
規
築
立
候
事
｡

乾
隆
十
六
年

(
一
七
五

こ

御
蔵
元
南
向
江
引
直
､
本
門
二
階
普
請
､
長
蔵
本
門
後
江
引
移
作
直
｡

明
和
の
大
津
波
以
前
の
蔵
元
に
は
､
本
門
､
本
殿
､
長
蔵

(世
蔵
)
､
勘
定
座

の
は
か
'
火
神
足

･
火
焼
所
が
あ
り
'
さ
ら
に
蔵
元
の
お
そ
ら
-
は
内
部
に
ヒ
ン

プ
ン
が
建
て
ら
れ
て
い
た
｡

一
七
三
九
年
に
北
向
き
に
改
修
､
そ
の
十
数
年
後
に

は
南
向
き
に
立
て
直
し
て
､
門
も
二
階
建
て
に
直
し
た
と
い
う
｡
た
だ
し
､

一
七

七

一
年
の
明
和
の
大
津
波
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
'
豊
野
城
村
美
崎
か
ら
急
速
､
大

川
村
文
嶺
へ
､
つ
い
で
大
川
村

｢
ふ
ん
に
｣
に
移
転
し
た
｡
文
嶺
に
あ
っ
た
仮
作

り
の
建
物
は
､

｢大
波
之
時
各
村
之
形
行
書
｣
に
よ
れ
ば
'
蔵
元
は
未
向
き
'
長

さ
四
十
九
間
､
横
三
十
間
の
敷
地
｡
内
部
に
本
殿

(御
間
合
座
日
帳
方

･
改
方

･

系
図
方

･
惣
取
〆
方
も
含
む
)
､
勘
定
座

(惣
横
目
座
も
含
む
)
'
所
退
座
な
ど

の
建
物
が
あ
っ
た
と
い
う
｡
そ
の
後
t

l
八

1
五
年
に
再
び
豊
野
城
村
美
崎

へ
移

転
す
る
が
､
移
転
後
の
建
物
に
つ
い
て
は
不
明
｡

『
富
川
親
方
八
重
山
鳥
蔵
元
公

事
帳
』
に
'

｢焚
字
炉
｣
を
置
-
よ
う
に
い
う
｡
図
15
参
照
｡
ま
た
､
前
掲
牧
野

清

『新
八
重
山
歴
史
』

1
三
二
～
四
頁
参
照
.

(
2
)
典
拠
不
明
｡
中
国
で
は

一
般
に

｢街
門
｣
は
官
庁
､

｢
大
堂
｣
は
長
官
が
政

務
を
執
り
行
う
建
物
を
い
う
｡
蔵
元
'番
所
の
建
物
の
風
水
に
お
け
る
意
味
に
つ
い

て
は
､
解
題
参
照
の
こ
と
｡

(
3
)
典
拠
不
明
｡

｢官
長
｣
は
街
門
の
長
官
､

｢循
吏
｣
は
地
方
の
官
吏
を
い
う
｡
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(4
)
典
拠
不
明
｡

『地
理
陽
宅
大
全
』
巻
四
に

｢大
凡
寺
観

･
宅
舎
･
楼
台

･
廟
堂

局
促
通
近
'
致
使
胸
襟
陰
塞
､
不
能
成
大
器
O
陰
陽
云
'
若
要
官
､
明
堂
須
要
寛
､

氏
歌
云
､
明
宝
潤
､
子
孫
尽
裕
達
'
明
堂
寛
､
代
代
作
高
官
｣
と
い
う
0
こ
こ
で
の

･
房
崖

･
席
廊

･
道
勅
前
後
左
右
､
須
放
坦
｡
然
次
第
不
得

明
堂
窄
狭
､
子
孫
貧
乏
､
明
宝
要
寛
'
不
可
栽
木
干
内
｡
曽

｢
明
堂
｣
は
建
物
の
前
面
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
り
'

建
物
の
前
面
は
ゆ
っ
た
り
し
て
い
る

(寛
)
の
が
よ
い
と
い
う
｡

(
5
)
風
水
で
は
'
門
前
に
樹
木

･
石
堆

･
土
椎
が
あ
る
の
は
禁
忌
で
あ
っ
た
｡

①
樹
木
に
つ
い
て

○
与
儀
兼
徳

『
風
水
書
』
に

｢正
門
前
､
不
宜
種
柳
｣
と
い
う
｡

『象
吉
備
要
通
香
山
に
同
じ
｡

○
『陽
宅
十
善
』
論
宅
外
形
第

l
に

｢大
樹
当
門
､
主
招
天
痘
｣
と
い
う
｡

○
『陽
宅
十
善
』
論
宅
外
形
第

一
｢
陽
宅
外
形
吉
凶
図
説
｣
に
､
門
前
の
様
々
な
形
状
を
し
た
樹
木
が
も
た
ら
す
凶
を
図
説
し
て
い
る
｡
｢
絵

図
･･怪
樹
腫
頭
､
又
腫
腰
'
姦
邪
淫
乱
､
小
鬼

･
妖
描

･
鼠

･
猪

･
鶏
､
井
作
怪
｡
疾
病

･
済
療
'
不
曾
鏡
｣､
｢絵
図
-
空
心
大
樹
在
門
前
､

婦
人
療
病
､
叫
皇
天
､
万
般
吃
薬
皆
無
効
｡
除
了
之
時
'
禍
断
根
｣
､
｢絵
図
･･妖
怪
之
樹
'
人
不
識
.
文
曲
之
方
､
其
不
吉
.
男
貴
淫
慾
､

女
真
花
'
破
壊
風
声
､
憎
似
蜜
｣
｡
(後
掲
図
16
)

②
石
堆

･
土
唯
に
つ
い
て

O

F象
吉
備
要
通
香
』
巷
二
十

一
｢
陽
宅
秘
論
｣

｢凡
人
家
門
前
不
要
見
石
塊
､
高
二
三
四
尺
者
'
皆
是
也
｡
紅
白
赤
星
所
主
立
見
｣｡

O
f'陽
宅
十
香
山
論
宅
外
形
第

l
｢
陽
宅
外
形
吉
凶
図
説
｣
に

｢絵
図
･･面
前
若
DTg色
土
堆
'
堕
胎
患
眼
也
｡
難
関
､
寡
婦
少
亡
､
不
出
屋
'

盲
聾
暗
唖
､
又
生
災
｣

｢絵
図
･･小
石
当
門
､
多
義
落
o
其
家
､
説
鬼
時
時
着
小
口
､
驚
嚇
不
須
言
｡
気
絶
聾
唖
､
人
難
寛
｣

｢絵
図
-
此

屋
門
前
有
大
堆
､
住
此
房
内
､
主
堕
胎
､
更
兼
眼
疾
'
年
年
有
火
殺
加
臨
更
惹
災
｣
と

(後
掲
図
17
)
0

(6
)
典
拠
不
明
｡

｢役
房
｣
は
官
吏
が
政
務
を
執
り
行
う
建
物
｡
蔵
元
の

｢勘
定
座
｣
な
ど
の
建
物
か
｡

(7
)
典
拠
不
明
｡

｢大
門
｣
は
蔵
元
の

｢
本
門
｣
を
指
す
と
思
わ
れ
る
｡

(8
)
典
拠
不
明
｡

｢
背
吏
｣
は
下
級
官
吏
'

｢香
役
｣
は
書
記
を
い
う
｡

｢
照
糖
｣
は
'

一
般
に
大
門
の
前
､
あ
る
い
は
後
ろ
に
あ
る

｢
影
壁
｣

(
｢影
壁
糖
｣
)
を
い
う
｡
内
田
道
夫
解
説

『北
京
風
俗
図
譜
』
-

(平
凡
社
､
東
洋
文
庫
23
㌧

i
九
六
四
年
)
に
絵
図
が
み
え
る

(後
掲
図
18
)0

い
わ
ゆ
る

｢
ヒ
ン
プ
ン
｣
に
相
当
す
る
が
'
明
和
の
津
波
以
後
に
再
建
さ
れ
た
蔵
元
に

｢
ヒ
ン
プ
ン
｣
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
不
明
｡
花
山
孫
位
は

｢
シ
ン
ポ
ン
｣
と
ふ
り
が
な
を
つ
け
て
い
る
｡

F伊
江
島
風
水
記
山
で
は
'
番
所
の
ヒ
ン
プ
ン
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
.

門
の
前
､
道
筋
狭
-
'
ひ
ん
は
ん
短
-
有
之
候
て
は
､
風
水
の
法
に
相
叶
は
ず
'
役
々
の
不
為
は
勿
論
､
諸
事
宜
し
か
ら
ざ
る
儀
有
之
候
間
､

以
後
作
替
の
和
､
ひ
ん
は
ん
少
し
南
蓑
に
退
け
､
高
長
等
相
広
め
候
様
'
相
心
得
べ
き
事
｡

な
お
､
沖
縄
の
ヒ
ン
プ
ン
に
つ
い
て
は
'
窪
徳
忠

『申
国
文
化
と
南
島
』

(第

一
書
房
'

一
九
八

こ

､
同

『沖
縄
の
民
間
信
仰
』
(
ひ
る
ぎ

社
､

一
九
八
九
年
)
な
ど
参
照
｡

(
9
)

｢八
宅
｣
に
つ
い
て
は
解
題
'
及
び
前
掲
図
5
参
照
｡
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｢風水の村｣序論-F北木山風水記』について-(町田･都築)
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図16 門前の樹木
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図17 門前の石堆 ･土堆
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｢風水の村｣序論-『北木山風水記』について-(町田･都築)

図18 照壁･影壁

(
10
)

｢玄
館
｣
が
ど
の
よ
う
な
建
物
を
さ
す
の
か
不
明
｡

(
11
)

｢九
宮
｣
に
つ
い
て
は
､
解
題
参
照
｡
蔵
元
は

｢坐
艮
向
坤
｣
の

｢
艮
宅
｣
､
九
宮
の

｢
中
宮
｣
に
艮
卦

(八
白
土
)
が
入
る
｡
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
､
坤
卦

(
二
黒
土
)
は

｢
艮

宮
｣
に
､
中
宮
の
五
黄
土
は

｢坤
宮
｣
に
飛
ぶ

(前
掲
図
8
)
0
鄭
良
佐
は

『平
陽
全
書
』

の

｢
本
位
｣
を

｢
本
宮
｣
､

｢
本
位
｣
と

｢
飛
｣
の
五
行
が

一致
す
る

｢比
｣
を

｢
助
｣
と

表
現
し
て
い
る
｡

･
本
位

中
宮

艮

(八
白
土
)

二
十
四
方
位

丑

･艮
･
寅

(
北
東
)

未

･坤
･申

(

南
西
)

た
だ
し
､
鄭
良
佐
は
､
五
黄
の
飛
ん
だ
坤
宮
は
五
黄
の
繁

(沖
関
方
)
で
は
あ
る
が
､
五

-151-

黄
の
土
が
本
宮

(本
位
)
の
土
を
助
け
る
の
で
､
旺
気
の
方
と
な
る
と
い
う
｡

ま
た
阿
波
根
村
か
ら
の
宿
道
変
更
の
訴
え
を
許
可
し
た
文
書

(解
題
参
照
)
に
､
乾
隆
五

十
六
年

(
一
七
九

一
)
に
風
水
見
久
米
村
故
崎
原
親
雲
上
に
風
水
見
分
を
依
頼
L
t
宿
道
を

明
け
直
し
た
が
'
そ
れ
以
後
'
村
中
が
衰
微
し
た
旨
を
述
べ
て
､
次
の
よ
う
に
い
う
｡

猶
又
風
水
見
久
米
村
与
儀
通
事
親
雲
上
頼
上
人
御
見
分
候
処
､
右
致
明
替
置
候
道
筋
之

儀
'
丑
之
方
相
当
､
九
宮
之
法
二
者
退
気
之
方
､
其
上
背
去
而
抱
譲
之
憎
無
之
'
至
極
村

中
差
障
'
且
旧
道
之
儀
'
契
之
方
相
当
､
九
宮
之
法
二
者
生
気
之
方
､
百
姓
致
繁
栄
所
中

永
々
為
筋
可
相
成
段
被
仰
付
候
｡

こ
こ
で
も
鄭
良
佐
は
､

｢九
宮
の
法
｣
の
方
位
と
道
路
の
形
勢
と
の
両
面
か
ら
風
水
見
分

を
し
て
い
る
｡
図
19
参
照
｡

(
12
)

｢
三
元
気
運
｣
に
つ
い
て
は
､

『平
陽
全
書
』
巻
十

一
｢九
宮
｣
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡
撰
者
の
葉
泰
は
'
｢
三
元
｣
に
つ
い
て

｢蓋
気
数
出
於
洛
書
大
小
運
｡



図19 宿道変更の図
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｢風水の村｣序論-『北木山風水記』について-(町田･都築)

大
連
分
三
元
､
毎
元
三
甲
子
'
毎
甲
子
行

1
宮
､
毎
宮
主
六
十
年
｡
故
六
九

(六
掛
け
る
九
)
五
百
四
十
年
也
O
小
運
亦
分
三
元
､
毎
冗
l
甲
子
､

毎
二
甲
行

I
宮
､
毎
宮
主
二
十
年
､
故
二
九

(
二
掛
け
る
九
)
百
八
十
年
也
｣
と
説
明
す
る
｡
鄭
良
佐
の
い
う

｢
三
元
気
運
｣
は
､

｢小
運
｣
に

相
当
す
る
｡
小
運
の

｢
一
元
｣
は
甲
子
か
ら
は
じ
ま
る
干
支
が

一
巡
す
る
六
十
年
間
と
す
る
｡
さ
ら
に
こ
の
一
元
は
上
元
･
中
元

･
下
元
に
分
か

れ
'
十
干
の
は
じ
め
の

｢甲
｣
の
歳
が
二
巡
す
る
二
十
年
間
ご
と
に
卦
の
ひ
と
つ
が
移
動
し
て
中
宮
に
入
る
｡
上
元
で
は
甲
子
､
中
元
で
は
甲
申
､

下
元
で
は
甲
辰
に
こ
の
移
動
が
起
こ
る
｡
か
く
て
二
十
年
間
の
周
期
が
三
元
で
は
九
回
生
ず
る
の
で
､
三
元
で
は
百
八
十
年
間
と
な
る
.

f
体
'

｢
三
元
｣
で
は
､
中
宮
に
入
る
卦
と
他
の
宮
と
を
ど
う
関
係
づ

け
る
か
に
よ
っ
て
､
多
様
な
理
解
の
仕
方
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
鄭
良
佐
の
記

述
か
ら
み
て
､

F平
陽
全
書
Eg
巻
十

1
｢
又
主
運
加
飛
法
｣
に

｢又
以
王
達
為
主
､
論
八
方
生
繁
気
吉
凶
｡
如
上
二
黒
人
中
､
即
以
二
黒
為
主
.

三
碧
四
緑
加
乾
免
､
以
乾
免
二
万
為
熱
気
方
｡
九
紫
加
震
'
以
震
方
為
生
気
方
､
其
死
退
気
倣
此
｣
と
い
う
方
法
に
近
い
と
思
わ
れ
る
｡

主
卦

･
中
宮

二
黒
土

(坤
)

つ
ま
り
､

｢九
宮
｣
と
同
じ
結
果
が
生
じ
る
が
､

｢九
宮
｣
は
八
卦
が
空
間
を
循
環
す
る
の
に
対
し
て
､

｢三
元
｣
は
八
卦
が
時
間
を
循
環
す

る
と
い
え
よ
う
｡
鄭
良
佐
の

｢
三
元
気
運
｣
で
は
'
八
卦
の
循
環
を
表
現
す
る
術
語
も

｢九
宮
｣
と
同
じ
で
あ
る
｡
道
光
二
十
四
年
甲
辰

(
l
八

四
E
])
に
､
離
卦
が
中
宮
に
入
り
､
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
乾
卦
が
坤
宮
に
飛
ぶ
.
離
は

｢九
紫
火
｣
'
乾
は

｢六
白
金
｣
で
あ
り
､
相
生
相
起
関

係
で
は
火
が
金
に
魁
ち
､
中
宮
の
主
卦

(九
宮
で
は
本
位
)
が
飛
卦
の
乾
に
起
つ
の
で
坤
宮
は

｢
死
気
方
｣
と
な
る
O
つ
い
で
そ
の
二
十
年
後
の

同
治
三
年
甲
子

(
I
八
六
四
)
に
は
､
吹
卦
が
中
宮
に
入
り
､
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
先
は
坤
宮
に
飛
ぶ
｡
五
行
で
は
次
は

｢
1
白
水
｣
､
免
は

｢七
赤
金
｣
､
相
生
相
起
関
係
で
は
､
金
は
水
を
生
じ
､
飛
卦
が
主
卦
を
生
ず
る
の
で
坤
宮
は

｢生
気
方
｣
と
な
る

(図
20
､
図
21
)
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図20 三元気運の図 (道光24年甲辰～同治2年発亥)
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｢風水の村｣序論-『北木山風水記』について-(町田･都築)

道
光
二
十
四
年
甲
辰

･
中
宮

離

九
紫
火

二
十
四
万
位

未

･坤
･
申

(南
西

)

六

白
金

(

吃
)

同
治
三
年
甲

子

･
中
宮

炊

I
白
水

末

･
坤

･
申

(南
西
)

七
赤
金

(党
)

鄭
良
佐
が
風
水
見
分
を
し
た
の
は
'
同
治
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
で
あ
り
'
同
治
三
年
甲
子
か
ら
の
二
十
年
間
は
蔵
元
の
坤
門
の
方
位
は

｢
三
元
の
気
運
｣
か
ら
み
て
も

｢生
気
｣
の
書
方
と
な
る
の
で
あ
る
｡

(
13
)
生
気

･
延
年

･
天
医
は
､
八
宅
の
書
方

(前
掲
図
5
)
｡
竃
を
八
宅
の
書
方
に
置
-
方
法
に
つ
い
て
は
､
典
拠
不
明
｡
多
-
の
中
国
の
風
水

香
は
､
竃
の
坐
と
竃
の
焚
き
口
と
を
区
別
し
て
い
る
｡

『金
光
斗
臨
経
』

｢
竃
座
火
門
｣
は
､
竃
座
が
生
気

･
天
医

･
延
年
の
書
方
を
圧
す
る
と

凶
で
あ
り
'
竃
座
が
絶
命

･
六
故
∵
禍
害

･
五
鬼
の
凶
方
を
圧
す
る
と
書
で
あ
る
と
い
う
O
ま
た
､

『
陽
宅
撮
要
』
巻

1
｢
竃
｣
に
も

｢竃
座
宜

坐
繁
方
､
火
門
宜
向
宅
主
本
命
之
生
天
延

(生
気

･
天
医

･
延
年
)
三
吉
方
｣
と
あ
る
.

『
陽
宅
十
善
』
論
宅
内
形
第
八

｢
火
掩
説
｣
に

｢火
掩
'

即
是
厨
房

･
厨
竃
'
止
宜
在
宅
凶
方
､
不
宜
在
書
方
､
此
両
言
尽
之
実
｡
今
世
術
者
'
不
知
的
当
､
紛
紛
立
説
､
制
度
遷
､
就
反
覆
変
更
｣
と
｡

竃
は
凶
方
に
置
-
べ
き
で
あ
る
が
､
今
の
術
者
は
的
は
ず
れ
で
'
紛
粉
と
し
て
諸
説
を
立
て
て
変
更
し
て
や
ま
な
い
､
と
難
じ
て
お
り
､
竃
の
位

置
に
つ
い
て
は
諸
説
が
入
り
組
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

(
14
)
茶
炉
は
､
茶
湯
を
用
意
す
る
た
め
の
炉
｡

『富
川
親
方
八
重
山
鳥
蔵
元
公
事
帳
』

｢
日
帳
方
勤
方
之
事
｣
に

｢
当
番
之
筆
者
､
活
花

･
茶
湯

井

座

中
多
葉
粉
盆
結
構
致
払
棚
置
,
在
番
頭
罷
出
次
第
,
順
ゝ
可
差
出
事
｣
と
あ
り
,
蔵
元
に
は
茶
湯
を
用
意
す
る
炉
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
｡

(
15
)
蔵
元
の
内
部
は
'

｢
火
神
足
｣
が
置
か
れ
て
い
た
｡
『富
川
親
方
八
重
山
島
蔵
元
公
事
帳
』

｢
元
日
十
五
日
冬
至
勤
方
之
事
｣

に
'

｢
元
日

十
五
日
冬
至
'
諸
人
朝
拝
相
済
候
ハ
～
大
阿
母
井
蛙
あ
む
佐
事
阿
母

･
四
ケ
村
之

つ
か
さ
白
朝
着

二
而
蔵
元
火
神
之
祭
可
仕
事
｣
と
あ
り
'
祭
紀

が
行
わ
れ
て
い
た
｡
本
文
で
い
う

｢
神
｣
は
､
あ
る
い
は

｢火
神
｣
の
こ
と
か
｡
ま
た
､

『
金
光
斗
臨
経
』

｢
香
火
｣
に

｢土
地
神
岡
'
祖
先
両

堂
'
皆
香
火
也
｡
安
本
命
之
書
方
､
則
得
福
､
凶
方
必
有
告
｣
と
あ
り
'

｢香
火
｣
を
焚
-
両
室
は
本
命
の
書
方
､
つ
ま
り
生
気

･
延
年

･
天
医

に
置
-
の
が
よ
い
と
さ
れ
た
｡
た
だ
し
､
蔵
元
は

｢
艮
宅
｣
'

｢神
｣
を
置
-
べ
き
と
い
う
亥

･
震

･
庚
の
三
吉
方
に
つ
い
て
は
､
八
宅
に
よ
れ
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ば
亥
が
天
医
､
庚
が
延
年
'
震

(甲

･
卯

･
乙
)
が
六
敏
':と
な
り
､
九
宮
に
よ
れ
ば
亥
が
生
気
､
庚
が
死
気
､
質
が
退
気
と
な
る
.
八
宅

･
九
宮

の
ど
ち
ら
の
方
法
に
よ
っ
て
も
三
方
の
い
ず
れ
か
が
凶
方
と
な
り
､
と
の
方
法
に
よ
っ
て
い
る
か
不
明
｡
ま
た
､
艮
方
に
つ
い
て
は
九
宮
に
よ
れ

ば

｢
旺
気
｣
の
吉
方
と
な
る
｡
前
掲
図
5
､
図
8
参
照
｡

(
16
)

｢倉
｣
は
､

｢長
蔵
｣
か
｡

『象
吉
備
要
通
書
』
巻
二
十

一
｢陽
宅
秘
論
｣
に
､

｢
凡
人
家
正
産
後
､
不
許
起
倉
屋
､
為
之
龍
坊
宅
､
主
家

財
不
興
｣
と
い
う
｡
ま
た

『陽
宅
十
書
』
論
宅
内
形
第
八
に
､

｢凡
人
家
蓋
屋
後
､
不
許
起
倉
屋
'
謂
之
龍
頓
宅
､
主
家
財
不
興
｣
と
は
ぽ
同
文

が
み
え
る
｡

(
17
)
八
宅
に
よ
る
厨
の
位
置
に
つ
い
て
は
､

『金
光
斗
臨
経
』

｢坑
痢
｣
に
､

｢坑
新
出
犠
之
所
､
用
宜
圧
於
本
命
之
凶
方
､
鎮
住
凶
神
､
乃
発

大
福
甚
験
｣
と
あ
る
.
つ
ま
り
､
痢
は
八
宅
の
凶
方

(五
鬼

･
禍
害

･
絶
命

･
六
敦
仙)
に
配
置
し
て
'
凶
神
を
鎮
圧
す
る
の
が
よ
い
と
い
う
の
で

あ
る
｡
前
掲
図
5
参
照
｡

(
1
)

『金
光
斗
臨
経
』
に
'

｢指
掌
云
'
文
昌
方
'
不
可
安
痢
o
名
汚
触
文
昌
'
主
埋
没
聡
明
秀
気
'
兼
拍
名
誉
｡
本
山
四
緑
方
名
文
畠
方
｣
と

あ
り
､
四
緑

(巽
)
の
文
呂
星
の
方
位
に
LS
を
置
い
て
ほ
な
ら
な
い
と
い
う
｡
鄭
良
佐
は
､
九
宮
に
よ
れ
ば

｢
艮
宅
｣
で
は
巽
卦
が
炊
宮
に
飛
び
､

炊
宮

(壬

･
子

･
契
)
が
文
昌
方
と
な
る
の
で
'
子
の
方
位
に
厨
を
作
っ
て
ほ
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る

(前
掲
図
8
)
0

｢文
昌
｣
は
､

1

般
に
は
科
挙
な
ど
を
司
る
星
.

『
平
陽
全
書
』
巻
九

｢九
星
属
八
卦
五
行
歌
｣
に

｢
l
自
責
狼
号
水
神
'
二
黒
坤
土
起
巨
門
'
三
碧
震
太
線
存
是
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

四
緑
文
昌
巽
木
親
'
五
黄
廉
貞
中
宮
土
､
六
白
武
曲
乾
属
金
､
七
赤
破
軍
金
管
免
､
八
白
艮
土
左
輔
星
､
九
紫
右
弼
離
火
焔
､
九
宮
八
卦
此
申
分
｣

と
｡
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吹

一
白
水

貴
狼
星

坤

二
黒
土

巨
門
星

巽

四
緑
木

免

七
赤
金

貴
狼

･
巨
門
･
禄
存

文
昌
星

中

五
黄
土

廉
貞
星

破
軍
星

艮

八
白
土

左
輔
星

文
昌

･
廉
貞

･
武
曲

･
破
軍

･
左
輔

離 乾 震

三
碧
木

禄
存
星

六
日
金

武
曲
星

九
紫
火

右
端
星

右
稀
は
､

｢九
星
｣
で
あ
る
｡

I
椴
に
､

｢文
昌
｣
は

｢文
曲
｣
と
よ
ば
れ
る
場

合
が
多
い
｡

(19)
註

(
17
)
参
照
｡

(20
)
『陽
宅
撮
要
』
巻

一
｢総
論
｣
に
､
黄
時
嶋
の
説
と
し
て

は
､
同
書
の
序
文
に
滑
初
の
隣
西
省
の
人
と
い
う
｡

F陽
毛
根
要
し
巻

t
｢形
勢
｣
に
'
黄
時
嶋
の
説
と
し
て

｢
凡
京
省
府
県
､
其
基
潤
大
正
盤
'
己
作
街
門
実
｣
と
あ
る
｡
黄
暗
唱
に
つ
い
て

｢住
宅
与
街
門
不
同
､
街
門
喜
潤
大
壮
観
､
住
房
必
会
衆
､
始
為
福
｣
と
い
う
O

典
拠
不
明
｡

『陽
宅
撮
要
し
巻

一
｢形
勢
｣
に

｢
凡
陽
宅
須
方
正
､
間
架
整
斉
､
入
眼
好
看
､
万
苦
｣
と
い
う
｡



｢風水の村｣序論-『北木山風水記』について-(町田･都築)

(24
)
現
在
の
蔵
元
の
敷
地
は
風
水
上
必
ず
し
も
万
全
で
な
い
の
で
､
旧
籍
に
移
動
す
る
よ
う
に
い
う
｡
明
和
の
大
津
波
以
後
の
蔵
元
の
移
転
は
､

以
下
の
通
り
で
あ
る
｡

t
七
七

一
年

明
和
の
大
津
波
に
よ
っ
て
登
野
城
村
美
崎
か
ら
大
川
村
の
高
台
に
あ
る
文
嶺

(プ
ン
ニ
)
に
移
転

(
｢
大
波
之
時
各
村
之
形
行

書
｣
､

『八
重
山
鳥
年
来
記
』
)
0

一
七
七
五
年

蔵
元
の
旧
敷
か
ら
亥
下
小
間
の
方
向
､

一
町
五
十
四
間
の
と
こ
ろ
に
あ
る
大
川
村
の

｢
ふ
ん
な
｣
に
移
転

(
｢大
波
之
時
各

村
之
形
行
書
｣
)
0

1
八

一
五
年

豊
野
城
村
美
崎
に
移
転

(
F球
陽
』
巻
二
十
)
0

鄭
良
佐
の
い
う
蔵
元
の
旧
籍
が
ど
こ
を
指
す
の
か
判
然
と
し
な
い
｡
あ
る
い
は
'
大
川
村
の

｢
ふ
ん
に
｣
か
｡
蔵
元
の
移
駐
に
つ
い
て
は
牧
野

清
氏
前
掲
香

l
三
三
-

1
E
]○
頁
参
照
｡

(25
)

『
陽
宅
撮
要
』

巻
二

｢
定
各
種
宅
｣
に
'

｢
凡
街
署
当
以
大
望
為
主
｣
と
い
う
｡
た
だ
し
'
本
文
で
い
う
大
望
を
中
央
に
位
置
さ
せ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
'
典
拠
不
明
｡

(
26
)
典
拠
不
明
｡

『陽
宅
撮
要
』
巻
二

｢定
各
種
宅
｣
に
､

｢大
豊
之
後
'
有
朝
東
朝
西
之
崖
'
謂
之
官
星
､
又
名
俸
禄
星
｡
此
星
要
軒
昂
高
大
'

与
大
堂
相
配
'
或
可
略
低

t
二
尺
'
不
宜
単
薄
低
小
｣
と
い
う
｡
大
豊
の
後
ろ
に
東
西
向
き
の
建
物
が
あ
り
､
こ
れ
を

｢官
星
｣

｢俸
禄
星
｣
と

よ
ぶ
と
｡
官
吏
が
執
務
す
る
建
物
か
｡
と
す
れ
ば
､
役
房
に
相
当
す
る
｡
大
望
よ
り

一
､
二
尺
低
-
す
る
よ
う
に
い
う
O

(
27
)

『宅
経
』
巻
上
に

｢
又
云
､
宅
有
五
虚
令
人
貧
耗
､
五
実
令
人
富
貴
｡
宅
大
人
少

一
虚
､
宅
門
大
内
小
二
虚
､
臆
院
不
完
三
虚
､
井
竃
不
処

四
虚
'
宅
地
多
足
少
庭
院
広
五
虚
｡
宅
小
人
多

一
実
､
宅
大
門
小
二
実
､
聴
院
完
全
三
実
'
宅
小
六
畜
多
四
実
､
宅
水
帝
東
南
流
五
実
｣
と
あ
る
｡

家
宅
よ
り
門
が
大
き
い
の
は
よ
く
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
｡

四
､
新
川
村
風
水
記

｢
新
川
村
風
水
記
｣
原
文

新
川
村
風
水
記

一

夫
地
理
之
法
､
山
背
水
走
而
無
抱
護
之
情
'
則
陰
毛
郷
城
倶
不
可
建
蔦
｡
山
交
水
会
而
有
抱
護
之
情
､
則
陰
毛
郷
城
倶
可
建
篤
｡
按
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マ
マ

本
島
満
勢
獄
､
背
去
而
無
抱
護
之
情
'
皆
野
低

(底
)
山
､
廻
環
而
有
抱
護
之
情
｡
然
以
強
弱
推
之
､
彼
強
而
此
弱
､
其
勢
不
斉
｡

宜
照
図
於
皆
野
底
山
多
栽
樹
木
以
佐
其
勢
､
乃
吉
｡

一

後
山

三
田
樹
木
､
固
係
本
村
風
水
｡
若
其
能
茂
能
秀
而
勢
如
錦
犀
､
則
生
気
凝
結
而
人
民
必
盛
実
｡
若
又
軽
見
'
窮
乏
伐
之
而
木
傷

林
疫
､
則
生
気
親
散
而
人
民
必
衰

夫
｡
宜
広
其
地
以
加
其
樹
､
最

要
｡

マ
マ

一

炊
山
高
大
肥
満
､
則
有
誠
実
富
厚
之
慶
｡
若
使
低
陥
而
寒
風
吹
入
､
則
有
責
若

(苦
)
寿
天
之
憂
｡
又
子
方
凹
陥
而
風
入
者
､
則
有

子
孫
溺
水
之
坊
｡
突
方
凹
陥
而
風
入
者
'
則
有
男
女
淫
慾
之
坊
｡
壬
方
凹
陥
而
風
入
者
'
則
有
貧
残
之
妨
｡
予
想
､
川
良
山
道
子
葉

壬
方
凹
陥
之
処
､
宜
密
栽
松
樹
以
遠
其
風
｡
乃
無
以
上
種
々
之
坊
､
而
誠
実
富
厚
之
慶
'
必
従
此
興
実
｡

1

海
浜
之
地
､
最
易
受
風
'
宜
有
遮
蔽
之
佐
､
乃
蔵
風
果
気
而
保
楽
土
於
無
電
｡
本
村
'
其
前
海
浜

1
帯
､
無
遮
風
之
佐
､
不
吉
｡
宜

其

忘
冊
少
栽
樹
木
､
以
遮
其
風
､
乃
吉
｡

道
路
､
以
曲
為
吉
､
以
直
為
凶
｡
本
村
路
口
､
直
向
海
浜
､
水
又
従
此
流
､
不
吉
｡
宜
少
曲
折
､
乃
吉
｡

村
中
直
路
､
其
前
地
勢
卑
下
而
水
急
流
､
不
吉
｡
宜
見
其
高
低
'
又
従
陽
数
而
築
或
三
階
或
五
階
以
流
去
､
乃
其
水
相
緩
而
無
急
流

之
妨
'
為
吉
｡

当
工
字
路
者
'
必
有
両
家
傷
分
之
坊
｡
本
村
□
□
仁
屋

･
□
□
仁
屋
､
犯
此
坊
｡
宜
速
改
開
'
乃
吉
｡

学
校
以
教
村
中
之
子
弟
､
其
前
宜
寛
大
方
正

'
乃
吉
｡
本
村
学
校
､
天
井
甚
狭
､
不
吉
｡
宜
寛
大
方
正
'
乃
吉
｡
門
在
巽
方
'
在
八

宅
為
絶
命
方
､
在
九
宮
為
退
気
方
､
不
吉
｡
可
開
坤
方
､
吉
｡

人
家
往
還
不
便
者
有
之
｡
宜
照
図
以
開
道
､
乃
得
其
便
､
而
又
合
風
水
之
法
｡

各
家
､
道
路
来
沖
者
､
立
泰
山
石
敢
当
､
可
以
制
之
｡
其
法
､
高
四
尺
八
寸
､
潤

1
尺
二
寸
､
厚
四
寸
､
埋
人
士
八
寸
｡
上
宝
右
起

虎
頭
､
再
聖
泰
山
石
敢
当
五
字
｡
其
宝
石
起
工
'
須
択
冬
至
後
六
辰
六
寅
日
用
之
､
則
吉
｡
至
除
夕
以
生
肉
三
片
突

(祭
)
之
､
新
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正
寅
時
竪
立
､
莫
令
外
人
見
之
､
為
妙
｡

悪
石
在
門
前
､
必
有
凶
険
之
災
｡
若
在
屋
後
'
則
有
敗
絶
之
坊
｡
共
石
聖
去
､
尤
吉
｡
又
栽
樹
築
措
以
避
､
亦
可
｡

人
家
房
戸
前
､
不
宜
種
芭
蕉
｡
俗
云
'
引
鬼
'
婦
人
多
得
病
｡
由
此
推
之
'
只
可
避
房
戸
前
､
其
余
不
坊
｡
若
為
俗
丞
所
惑
､
以
広

潤
之
余
地
不
種
､
則
夏
衣
従
何
出
来
､
戒
之
｡

一

人
家
四
方
有
竹
木
青
翠
'
則
主
進
財
｡
若
又
多
栽
茂
盛
､

一
遮
蔽
天
光
､
陽
気
少
而
陰
気
多
､
使
人
無
生
発
之
機
'
漸
至
消
磨
冷
退
､

甚
至
為
鬼
怪
之
所
棲
止
'
害
人
更
甚
｡

1
則
障
繋
日
光
大
陽
之
気
､
不
得
照
臨
､
湿
気
童
而
不
化
､
使
人
生
病
､
大
為
非
宜
｡
本
村

各
家
茂
高
著
､
不
伐
去
其
半
､
則
有
此
坊
｡

宅
地
前
潤
後
狭
者
貧
乏
へ
前
狭
後
潤
者
則
富
貴
｡
右
長
左
短
者
則
富
'
右
短
左
長
者
則
少
子
孫
｡
左
角
映
者
長
房
不
利
､
右
角
映
者

二
房
不
利
｡
本
村
各
家
多
犯
此
坊
､
改
則
不
坊
｡

水
為
財
気
'
門
乃
気
口
｡
若
従
門
出
水
'
則
有
破
財
之
坊
｡
本
村
多
従
門
出
者
有
之
'
不
吉
｡
宜
成
幸
酉
未
申
丙
丁
方
'
各
見
其
便

而
流
出
'
乃
於
十
二
宮
方
位
極
為
合
法
｡

前
宅
後
噴
､
墳
必
興
而
宅
必
敗
｡
前
墳
後
宅
'
宅
既
盛
而
墳
自
衰
｡
宜
閉
路
以
避
其
凶
'
乃
吉
｡

屋
大
而
門
小
'
則
気
閉
｡
屋
小
而
門
大
､
則
気
滑
｡
各
従
屋
之
大
小
可
以
開
之
､
乃
吉
｡

門
前
有
青
草
､
則
多
愁
怨
､
不
吉
｡

門
前
若
見
糞
屋
､
財
散
人
離
､
勿
犯
此
坊
｡

屋
前
屋
後
有
糞
坑
臭
稜
者
､
不
吉
｡

両
宅
挟
路
両
門
相
対
､
必
有

一
家
衰
｡
後
来
勿
犯
此
坊
｡

竃
乃
司
命
之
神
'
主

一
家
吉
凶
禍
禄
､
如
響
斯
応
｡
何
也
｡
禄
為
養
命
之
源
'
竃
乃
食
禄
之
所
､
万
病
皆
由
飲
食
而
得
｡
故
竃
必
択
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吉
方
而
安
｡
本
村
各
家
､
竃
在
成
乾
亥
方
､
在
八
宅
為
天
医
方
､
在
九
宮
為
生
気
方
､
尤
吉
｡

一

竃
后
有
井
､
則
有
起
妻
之
坊
｡
後
来
勿
犯
此
坊
｡

井
対
門
前
､
男
女
淫
乱
､
心
在
別
人
｡
有
播
而
遮
､
不
妨
｡
後
来
勿
犯
此
坊
｡

井
竃
相
看
'
男
女
淫
乱
'
後
来
勿
犯
此
坊
｡

屋
禄
圧
竃
'
主
多
病
｡

竃
前
左
右
有
門
而
沖
'
主
口
舌
破
財
｡

竃
後
､
対
火
門
不
可
開
門
窓
､
主
家
中
不
安
｡

未
進
門
先
見
竃
'
主
破
財
｡
進
門
先
見
､
又
同
｡

本
村
井
､
在
允
乾
延
年
天
医
方
'
吉
｡

天
井
乃

1
宅
之
要
､
財
禄
倣
関
､
必
須
方
正
､
乃
吉
｡
若
似
日
宇
之
形
､
不
吉
.
置
子
機
物
､
又
不
吉
｡

子
壬
突
三
方
､
在
八
宅
為
五
鬼
方
､
在
九
宮
為
無
気
方
｡
所
在
此
方
､
尤
吉
｡
但
子
位
不
可
作
柄
｡
其
位
'
巽
卦
所
飛
之
地
､
巽
為

文
昌
之
星
､
痢
在
此
方
'
人
民
多
不
聴
明
｡

丙
午
丁
三
方
､
在
八
宅
為
禍
害
方
､
在
九
宮
為
敏
仙気
方
｡
痢
在
此
方
､
又
好
｡

番
所
各
家
､
坐
良
向
坤
､
是
為
艮
宅
｡
大
門
開
在
坤
方
'
是
為
坤
門
｡
照
八
宅
方
位
､
艮
宅
生
気
在
坤
､
大
門
在
坤
､
尤
吉
｡

照
九
宮
之
方
位
､
良
宅
､
坤
卦
飛
在
良
宮
｡
飛
宮
之
坤
土
､
助
坐
宮
之
良
土
､
為
旺
気
方
｡
五
黄
飛
在
坤
宮
､
雛
犯
五
黄
之
繁
､
而

マ
マ

五
黄
属
土
､
為
木

(本
)
宅
旺
気
'
門
路
却
吉
｡
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一

按
三
元
気
運
､
道
光
甲
辰
起
､
離
卦
入
中
宮
､
而
推
算
乾
､
飛
在
坤
宮
､
為
死
気
方
､
不
吉
｡
同
治
甲
子
起
､
吹
卦
入
中
宮
､
而
推

算
免
､
飛
在
坤
宮
､
為
生
気
方
'
吉
｡
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同
治
三
年
甲
子
四
月
吉
日

*
屋
号
名
に
つ
い
て
は
､
口
で
表
記
す
る
｡
以
下
､
同
じ
｡

｢
新
川
村
風
水
記
｣
書
下
し

新
川
村
風
水
記

-

一
'
夫
れ
地
理
の
法
は
､
山
背
き
水
走
り
て
抱
護
の
情
な
け
れ
ば
､
則
ち
陰
宅

･
郷
城
倶
に
建

つ
べ
か
ら
ず
｡
山
交
わ
り
水
会
ま
り
て

2
一

3
1
㌧

抱
護
の
情
あ
れ
ば
､
則
ち
陰
宅

･
郷
城
倶
に
建
つ
べ
し
.
按
ず
る
に
､
本
島
の
満
勢
癖
は
背
去
し
て
抱
護
の
情
な
く
､
皆
野
低

(底
)
山
は
廻
環
し
て
抱
護
の
情
あ
り
｡
然
る
に
強
弱
を
以
て
こ
れ
を
推
す
に
'
彼

(満
勢
療
)
強
く
し
て
此
れ

(皆
野
底
山
)
弱
く
､

(-)

其
の
勢
い
斉
し
か
ら
ず
｡
宜
し
-
図
に
照
ら
し
て
皆
野
底
山
に
多
く
樹
木
を
栽
え
､
以
て
其
の
勢
い
を
佐
-
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

もと

後
山

1
帯
の
樹
木
は
'
尚
よ
り
本
村
の
風
水
に
係
わ
る
｡
若
し
其
れ
能
く
茂
り
能
く
秀
で
て
勢
い
錦
犀
の
如
け
れ
ば
､
則
ち
生
気

き

き

は
凝
結
し
て
人
民
は
必
ず
盛
ん
な
ら
ん
｡
若
し
又
た
軽
-
見
て
こ
れ
を
誤
り
こ
れ
を
伐
り
て
木
傷
み
林
疲
る
れ
ば
､
則
ち
生
気
は

(2)

親
散
し
て
人
民
は
必
ず
衰
え
ん
｡
宜
し
く
其
の
地
を
広
め
て
以
て
其
の
樹
を
加
う
べ
し
｡
最
も
要
な
り
｡

.ち

吹
山
､
高
大
肥
満
な
れ
ば
則
ち
誠
実
富
厚
の
慶
び
あ
り
｡
若
使
し
低
陥
し
て
寒
風
吹
き
入
れ
ば
則
ち
貧
苦

(苦
)
･
寿
天
の
憂
い

あ
り
｡
又
た
子
の
方
､
凹
陥
し
て
風
入
る
者
は
則
ち
子
孫
溺
水
の
妨
げ
あ
り
｡
発
の
方
､
凹
陥
し
て
風
入
る
者
は
則
ち
男
女
淫
慾

の
妨
げ
あ
り
｡
壬
の
方
､
凹
陥
し
て
風
入
る
者
は
則
ち
貧
残
の
妨
げ
あ
り
｡
予
想
え
ら
く
'
川
良
山
道
'
子

･
突

･
壬
の
方
の
凹

陥
の
処
､
宜
し
-
密
に
松
樹
を
栽
え
て
以
て
其
の
風
を
遮
る
べ
し
｡
乃
ち
以
上
種
々
の
妨
げ
な
く
'
而
も
誠
実
富
厚
の
慶
び
､
必
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(-)

ず
此
れ
に
従
り
て
興
る
と
｡

お
さ

(4)

4
1
'
海
浜
の
地
､
最
も
風
を
受
け
易
し
｡
宜
し
く
遮
蔽
の
佐
け
あ
る
べ
し
｡
乃
ち
風
を

蔵

め

気
を
究
め
て
楽
土
を
無
電
に
保
つ
｡
本
村
'

其
の
前
の
海
浜

古
市
は
風
を
遮
る
の
佐
け
な
し
｡
吉
な
ら
ず
｡
宜
し
く
其
の
1
帯
は
少
し
く
樹
木
を
栽
え
て
以
て
其
の
風
を
遮
る

(･r･)

べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

(6
)

5
一
､
道
路
は
曲
を
以
て
吉
と
な
し
'
直
を
以
て
凶
と
な
す
｡
本
村
の
路
口
は
直
ち
に
海
浜
に
向
か
い
､
水
も
又
た
此
に
従
い
て
流
る
｡

吉
な
ら
ず
｡
宜
し
-
少
し
く
曲
折
す
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

6
一
､
村
中
の
直
路
､
其
の
前
の
地
勢
は
卑
下
に
し
て
水
は
急
に
流
る
｡
吉
な
ら
ず
｡
宜
し
く
其
の
高
低
を
見
'
又
た
陽
数
に
従
い
て
或

(-)

や

い
は
三
階
､
或
い
は
五
階
を
築
き
､
以
て
流
去
す

べ

し

｡

乃
ち
其
の
水
､
相

や
緩
や
か
に
し
て
急
流
の
妨
げ
な
く
､
吉
と
な
る
｡

(8
)

7
一
㌧
工
の
字
の
路
に
当
た
る
者
は
､
必
ず
両
家
傷
み
分
け
の
妨
げ
あ
り
｡
本
村
□
□
仁
屋

･
□
口
仁
屋
の
家
'
此
の
妨
げ
を
犯
す
｡
宜

し
-
速
や
か
に
改
め
開
く
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

(9)

(川)

8
一
､
学
校
は
以
て
村
中
の
子
弟
を
教
う
｡
其
の
前
は
宜
し
く
寛
大
方
正
な
る
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡
本
村
の
学
校
､
天
井
甚
だ
狭
し
｡
吉
な

(;)

ら
ず
｡
宜
し
-
寛
大
方
正
な
る
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡
門
は
巽
の
方
に
在
り
｡
八
宅
に
在
り
て
は
絶
命
の
方
と
な
り
､
九
宮
に
在
り
て

(12)

は
退
気
の
方
と
な
る
｡
吉
な
ら
ず
｡
坤
の
方
に
開
く
べ
し
｡
吉
｡

9
1
､
人
家
の
往
還
の
便
な
ら
ざ
る
者
'
こ
れ
有
り
｡
宜
し
く
歯
に
照
ら
し
て
以
て
道
を
開
-
べ
し
｡
乃
ち
其
の
便
を
得
て
而
も
又
た
風

(13)

水
の
法
に
合
す
｡

つ

ひ
ろ

ー〇

一
へ
各
家
'
道
路
の
来
り
沖
-
者
は
'
泰
山
石
敢
当
を
立
て
て
以
て
こ
れ
を
制
す
べ
し
｡
其
の
法
は
高
さ
四
尺
八
寸
､
潤

さ

1
尺
二
寸
､

う
が

厚
さ
四
寸
'
埋
め
て
土
に
入
る
は
八
寸
｡
上
に
石
を
撃
ち
て
虎
頭
を
起
こ
し
､
再
び
泰
山
石
敢
当
の
五
字
を
聖

つ
｡
其
れ
右
を
整

ち
工
を
起
こ
す
は
'
須
ら
く
冬
至
の
後
の
六
辰

･
六
寅
の
日
を
択
び
て
こ
れ
を
用
う
べ
し
｡
則
ち
吉
｡
除
夕
に
至
り
て
生
肉
三
片
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(14)

を
以
て
こ
れ
を
突

(祭
)
り
､
新
正
の
寅
の
時
､
竪
立
す
｡
外
人
を
し
て
こ
れ
を
見
せ
し
む
る
こ
と
莫
け
れ
ば
､
妙
な
り
｡

11

一
､
悪
石
の
門
前
に
在
れ
ば
､
必
ず
凶
険
の
災
あ
り
｡
若
し
産
後
に
在
れ
ば
､
則
ち
敗
絶
の
妨
げ
あ
り
｡
其
の
石
､
聖
ち
去
れ
ば
尤
も

(_5)

吉
｡
又
た
樹
を
栽
え
椿
を
築
き
以
て
避
く
る
も
亦
た
可
な
り
｡

(▲6)

12

二

人
家
'
房
戸
の
前
は
宜
し
く
芭
蕉
を
種
う
べ
か
ら
ず
｡
俗
に
云
う
､

｢
鬼
を
引
き
､
婦
人
多
-
病
を
得
｣
と
｡
此
れ
に
由
り
て
こ

れ
を
推
す
に
'
只
だ
房
戸
の
前
を
避
-
べ
し
｡
其
の
余
は
妨
げ
ず
｡
若
し
俗
昼
の
惑
わ
す
所
と
な
り
､
広
潤
の
余
地
を
以
て
種
え

(_7)

ざ
れ
ば
､
則
ち
夏
衣
は
何
に
従
り
て
出
で
来
た
ら
ん
や
｡
こ
れ
を
戒
め
よ
｡

】耶
(

13
一
､
人
家
､
四
方
に
竹
木
の
青
翠
な
る
あ
れ
ば
､
則
ち
進
財
を
主
る
｡
若
し
又
た
多
-
栽
え
て
茂
盛
す
れ
ば
'

一
は
､
天
光
を
遮
蔽
し
､

陽
気
少
な
-
し
て
陰
気
多
-
､
人
を
し
て
生
発
の
機
な
く
､
漸
く
消
磨
冷
退
に
至
ら
し
め
､
甚
だ
し
さ
は
鬼
怪
の
棲
止
す
る
所
と

な
り
て
人
を
害
す
る
こ
と
更
に
甚
だ
し
｡

1
は
'
則
ち
日
光
大
陽
の
気
を
障
察
し
､
照
臨
す
る
を
得
ず
､
湿
気
重
-
し
て
化
せ
ず
'

人
を
し
て
病
を
生
ぜ
し
む
｡
大
い
に
非
宜
と
な
す
｡
本
村
の
各
家
､
茂
高
な
る
者
は
､
其
の
半
ば
を
伐
去
せ
ざ
れ
ば
則
ち
此
の
妨

(tg)

げ
あ
り
｡

ひ
ろ

14

一
､
宅
地
､
前

潤

-

後
ろ
狭
さ
者
は
貧
乏
し
､
前
狭
-
後
ろ
潤
き
者
は
則
ち
富
貴
な
り
｡
右
長
く
左
短
さ
者
は
則
ち
富
み
､
右
短
-
左

(20)

(21)

長
さ
者
は
則
ち
子
孫
少
な

し

｡

左
の
角
の
映
-
る
者
は
､
長
房
利
な
ら
ず
｡
右
の
角
の
映
-
る
者
は
､
二
房
利
な
ら
ず
｡
本
村
の

各
家
'多
-
此
の
妨
げ
を
犯
す
｡
改
む
れ
ば
則
ち
妨
げ
ず
｡

よ

(
2
)

15

一
､
水
は
財
気
な
り
｡
門
は
乃
ち
気
ロ
な
り
｡
若
し
門
従

り
水
を
出
せ
ば
則
ち
破
財
の
妨
げ
あ

り

｡

本
村
､
多
く
門
従
り
出
す
者
こ
れ

あ
り
｡
吉
な
ら
ず
｡
宜
し
-
成

･
辛

･
酉

･
兼

･
申

･
丙

･
丁
の
方
'
各
～

其
の
便
を
見
て
流
出
す
べ
し
｡
乃
ち
十
二
宮
方
位
に

(23)

於
い
て
極
め
て
法
に
合
す
と
な
す
｡

16

｢

前
宅
後
墳
は
'
墳
必
ず
興
り
て
宅
必
ず
放
る
｡
前
墳
後
宅
は
'
宅
既
に
盛
ん
に
し
て
墳
自
ず
か
ら
衰
う
｡
宜
し
く
路
を
開
き
て
以
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17

一
､

18

一
､

19

一
㌧

20

一
､

21

一
､

22

一
､

23
一
'

24
二

25

一
㌧

26

一
､

27
一
､

28
一
㌧

29

一
㌧

30

一
㌧

I,....)

て
其
の
凶
を
避
-
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

(25
)

屋
大
に
し
て
門
小
な
れ
ば
'
則
ち
気
閉
ざ
さ
る
｡
屋
小
に
し
て
門
大
な
れ
ば
､
則
ち
気
滑

る

｡

各
～
屋
の
大
小
に
従
い
て
以
て

こ
れ
を
開
く
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

(26)

門
前
に
青
草
あ
れ
ば
'
則
ち
愁
怨
多
し
｡
吉
な
ら
ず
｡

(27)

門
前
に
若
し
糞
屋
を
見
れ
ば
､
財
散
り
人
離
る
｡
此
の
妨
げ
を
犯
す
こ
と
勿
れ
｡

(胡)

屋
前

･
屋
後
に
糞
坑
の
臭
稜
な
る
者
あ
れ
ば
､
吉
な
ら
ず
｡

(
29
)

こ
ん

ご

両
宅
'
路
を
挟
み
て
南
門
の
相
対
す
る
は
'
必
ず

一
家
の
衰
う
る
あ

り

｡

後

来

'
此
の
妨
げ
を
犯
す
こ
と
勿
れ
｡

こ

竃
は
乃
ち
司
命
の
神
､

一
家
の
吉
凶

･
禍
禄
を
主
り
'
響
く
が
如
く
斯
れ
応
ず
｡
何
ぞ
や
｡
禄
は
命
を
養
う
の
源
'
竃
は
乃
ち
禄

(3)

を
食
む
の
所
｡
万
病
､
皆
な
飲
食
に
由
り
て
得
o
故
に
竃
は
必
ず
吉
方
を
択
び
て
安
ん
ず
｡
本
村
､
各
家
の
竃
は
成

･
乾

･
亥
の

(=
l

方
に
在
り
｡
八
宅
に
在
り
て
は
天
医
の
方
な
り
'
九
宮
に
在
り
て
は
生
気
の
方
な
り
｡
尤
も
吉
｡

(32)

竃
の
后
に
井
あ
れ
ば
､
則
ち
起
妻
の
妨
げ
あ
り
｡
後
来
､
此
の
妨
げ
を
犯
す
こ
と
勿
れ
｡

(33)

井
､
門
前
に
対
せ
ば
､
男
女
淫
乱
し
､
心
は
別
人
に
在
り
｡
椿
あ
り
て
遮
れ
ば
妨
げ
ず
｡
後
来
､
此
の
妨
げ
を
犯
す
こ
と
勿
れ
｡

(糾)

井
と
竜
と
相
看
る
は
､
男
女
淫
乱
す
｡
後
来
､
此
の
妨
げ
を
犯
す
こ
と
勿
れ
｡

(35)

屋
禄
､
竃
を
圧
す
る
は
'
多
病
を
主
る
｡

つ

(3)

竃
の
前

･
左
右
に
門
あ
り
て
沖
く
は
､
口
舌

･
破
財
を
主
る
｡

V紬乃

竜
の
後
､
火
門
に
対
し
て
門
窓
を
開
-
べ
か
ら
ず
｡
家
中
の
不
安
を
主
る
｡

(
粥
)

末
だ
門
に
進
ま
ず
先
に
竃
を
見
る
は
破
財
を
主
る
｡
門
に
進
み
て
先
に
見
る
も
又
た
同

じ

｡

r,9)

本
村
､
井
は
免

･
乾
の
延
年

･
天
医
の
方
に
在
り
｡
吉
｡
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と
こ
ろ

(
40
)

31

一
､
天
井
は
乃
ち

一
宅
の
要
'
財
禄
の
関
わ
る

牧

な

り
｡
必
ず
須
ら
く
方
正
な
る
べ
し
｡
乃
ち

吉

｡

若
し
日
の
字
の
形
に
似
れ
ば
'

(=)

お

(SZ)

吉
な
ら

ず

｡

稜
物
を
置

一
丁

く
も
又
た
吉
な
ら

ず

｡

32

一
､
子

･
壬

･
発
の
三
万
㌧
八
宅
に
在
り
て
は
五
鬼
の
方
と
な
り
'
九
宮
に
在
り
て
は
熱
気
の
方
と
な
る
｡
La
､
此
の
方
に
在
れ
ば
'

尤
も
吉
｡
但
だ
'
子
の
位
は
廓
を
作
る
べ
か
ら
ず
｡
其
の
位
は
巽
卦
の
飛
ぶ
所
の
地
､
巽
は
文
昌
の
星
な
り
｡
痢
'
此
の
方
に
在

(I)

れ
ば
人
民
多
く
聴
明
な
ら
ず
｡

3

1
'
丙

･
午

･
丁
の
三
方
'
八
宅
に
在
り
て
は
禍
害
の
方
と
な
り
､
九
宮
に
在
り
て
は
無
気
の
方
と
な
る
.
噺
､
此
の
方
に
在
る
も
又

(山)

た
好
し
｡

訓
二

番
所

･
各
家
は
艮
に
坐
し
坤
に
向
か
う
｡
是
れ
艮
宅
な
り
｡
大
門
は
開
き
て
坤
の
方
に
在
り
｡
是
れ
坤
門
な
り
｡
八
宅
の
方
位
に

(15)

照
ら
せ
ば
､
良
宅
の
生
気
は
坤
に
在
り
｡
大
門
の
坤
に
在
る
は
､
尤
も
吉
｡

35
一
､
九
宮
の
方
位
に
照
ら
せ
ば
､
艮
宅
､
坤
卦
は
飛
び
て
艮
宮
に
在
り
｡
飛
宮
の
坤
土
は
坐
宮
の
良
土
を
助
け
'
旺
気
の
方
と
な
る
｡

五
黄
は
飛
び
て
坤
宮
に
在
り
｡
五
黄
の
繁
を
犯
す
と
難
も
'
五
黄
は
土
に
属
し
､
木

(本
)
宅
の
旺
気
と
な
る
｡
門
路
は
却
っ
て

(鵬)

吉

｡

36

一
､
三
元
の
気
運
を
按
ず
る
に
'
道
光
甲
辰
よ
り
起
ち
'
離
卦
は
中
宮
に
入
る
｡
而
る
に
乾
を
推
算
す
る
に
､
飛
び
て
坤
宮
に
在
り
'

死
気
の
方
と
な
る
｡
吉
な
ら
ず
｡
同
治
甲
子
よ
り
起
ち
'
吹
卦
は
中
宮
に
入
る
｡
而
る
に
党
を
推
算
す
る
に
､
飛
び
て
坤
宮
に
在

｢●7)

り
､
生
気
の
方
と
な
る
｡
吉
｡

同
治
三
年
甲
子
四
月
吉
日
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註

(
-
)
こ
の
項
､

｢
四
村
風
水
記
｣
-
に
同
じ
｡

(2
)
こ
こ
で
も
､
鄭
良
佐
は
蕪
温
の
風
水
論
を
用
い
て
い
る

(解
題
参
照
)
0

①

｢首
里
地
理
記
｣

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

○
林
樹
栄
枯
､
固
係
国
家
盛
衰
也
｡
各
獄
林
樹
'
若
誤
弟
之
伐
之
､
木
傷
林
疫
､
則
土
民
也
必
衰
実
｡
能
茂
能
秀
､
則
土
民
也
必
盛
実
｡

鄭
良
佐
は
､
国
家
を
そ
の
ま
ま
村
落
に
置
き
換
え
て
い
る
｡

○
晃
獄
乃
係
城
基
発
祖
之
地
'
故
林
樹
大
茂
而
深
秀
､
則
城
地
気
脈
随
蔦
而
盛
.
若
使
他
疲
妻
､
則
気
脈
随
蔦
而
妻
｡
請
能
栽
種
以
広

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

其
地
以
加
其
樹
､
最
要
｡

②

｢錦
犀
｣
と
い
う
術
語
も
'

｢首
里
地
理
記
｣

｢国
廟
地
理
記
｣
に
み
え
る
｡

○
因
玉
城
前
望
蔦
､
則
馬
歯
山
自
海
中
起
､
特
為
之
錦
犀
､
亦
能
連
詩
漏
洩
之
気
蔦
｡

○
(国
廟
)
宅
基
椅
山
而
宮
､
所
有
遠
近
山
林
'
不
大
而
霊
動
､
不
高
而
雄
躍
､
且
松
樹
茂
盛
､
勢
如
錦
界
､
最
好
｡

(
3
)
こ
の
項
､

｢
四
村
風
水
記
｣
3
に
同
じ
｡

(4
)
｢蔵
風
衆
気
｣
は
､
風
水
の
重
要
な
術
語
で
あ
る
｡

○
解
題
で
引
用
し
た
よ
う
に

『葬
書
』
内
筒
に

｢
(経
)
気
乗
風
別
散
､
界
水
別
止
｡

(荏
)
謂
生
気
随
支
雅
体
質
流
行
'
酒
場
而
去
O
非
水
界

則
英
之
能
止
｡
及
其
止
也
'
必
得
城
郭
完
密
､
前
後
左
右
環
囲
､
然
後
能
痛
風
而
不
致
有
蕩
散
之
患
｣
と
｡

○
『平
陽
全
書
』
巻
三

｢
天
平
穴
総
論
｣
に
､

｢今
観
葬
平
洋
者
'
穴
深
如
池
'
反
以
為
蔵
風
発
気
､
所
見
謬
臭
｣
と
｡

『平
陽
全
書
』
に
は
､

｢蔵
風
納
気
｣
と
い
う
表
現
も
み
え
る
｡

O
｢玉
陵
地
理
記
｣
に
､

｢目
下
観
之
､
則
風
吹
露
打
､
若
不
能
蔵
風
納
気
｡
予
想
､
穴
後
井
左
右
､
深
栽
樹
木
､
緊
囲
密
衛
'
使
穴
不
稚
気
､

最
要
｣
と
あ
る
の
も
同
じ
発
想
に
よ
る
｡

｢楽
土
を
無
窪
に
保
つ
｣
は
､
典
拠
不
明
.
楽
土
を
永
遠
に
保
つ
と
い
う
意
味
｡

(5
)
海
浜
に
樹
木
を
植
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
解
題
参
照
｡
ま
た
､
図
22
参
照
｡

(6
)
道
路
の
形
状
に
つ
い
て
､

『北
木
山
風
水
記
』
は
繰
り
返
し

｢曲
｣
を
説
-
0

○
与
儀
兼
徳

『風
水
書
』
に

｢
凡
取
路
之
法
､
切
嫌
当
面
直
来
沖
破
､
必
須
湾
曲
'
如
有
情
干
我
'
正
是
為
吉
｡
至
於
黄
泉
路
来
沖
､
尤
当
避
之
｣

と
い
う
｡

○
ま
た
､
同
書
に
道
路
の
形
状
の
吉
凶
図
が
み
え
る
｡

｢
こ
け
如
箭
沖
心
､
忌
閉
路
｣

｢牽
鼻
忌
｣

｢交
則
忌
｣

｢牛
抱
忌
｣

｢眠
弓
吉
｣

｢
両
勇
如
割
忌
｣

｢反
跳
忌
｣

｢反
弓
忌
｣

｢
丁
字
忌
'
子
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図22 海浜の樹林

孫
絶
主
倒
｣

｢
九
曲
士
巳

｡
図
23
参
照
｡

○
『
平
陽
全
書
』
巻
九

｢
通
衝
説
｣

(内
聞
家

『
風
水
書
』
に
同
文
の
引
用

が
あ
る
)
｡

｢
凡
通
簡
大
路
､
行
人
来
往
者
多
'
謂
之
入
朝
.
不
論
在
墳

宅
前
後
左
右
､
倶
要
匝
曲
来
朝
､
環
抱
有
情
､
則
吉
｡
長
直
沖
来
､
則
凶
.

神
前
大
凶
､
沖
左
右
房
分
凶
'
若
後
沖
反
吉
｡
大
抵
看
路
如
看
水

一
般
'

要
屈
曲
環
抱
､
在
九
宮
生
気
方
､
八
山
三
吉
方
'
為
妙
｣
｡
道
路
は
屈
曲

し
な
が
ら

｢
穴
｣
に
向
か
い
､
め
ぐ
り
抱
-
よ
う
に
し
て

｢
憎
｣
が
あ
る

の
が
吉
で
あ
り
､
さ
ら
に
道
路
も
水
流
も
お
な
じ
で
あ
る
と
い
う
｡

(7
)
典
拠
不
明
｡
川
底
に
陽
数

(奇
数
)
の
堰
な
と
を
作
っ
て
階
段
状
に
し

て
水
を
流
す
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
｡

(8
)

｢
工
字
路
｣
は
'
典
拠
不
明
｡

○

『伊
江
島
風
水
記
』
に
は
'

｢村
々
屋
敷
の
ユ
の
字
の
道
に
当
り
､
又
は

四
方
道
に
て
家
を
囲
ひ
候
所
は
､
風
水
の
法
に
不
相
叶
'
各
主
々
の
不
為

相
成
候
間
､
最
寄
見
合
取
直
し
候
様
､
可
相
心
得
事
｣
と
あ
る
｡

○
建
物
に
つ
い
て
は
､
工
字
の
形
状
を
忌
む
｡
た
と
え
ば

『
陽
宅
十
善
』
論

宅
内
形
第
八

｢
陽
宅
内
形
吉
凶
図
説
｣
に
'

｢
絵
図
‥
宅
修
工
字
房
､
家

長
必
災
殊
､
脚
腫
井
気
疾
､
女
人
亦
起
傷
｡
若
南
北
二
房
居
中
'
蓋
東
西

房
為
工
字
房
'
主
家
中
陰
人

･
小
口
不
利
也
｣
と

(図
24
)
｡
ま
た
､

『
陽

宅
大
食
』
巻
九

『
陽
宅
神
授
経
心
伝
秘
法
』
の

｢
五
行
方
位
形
勢
章
｣
に
､

｢
工
字
房
前
後
有
房
'
中
間
又
作

一
直
路
也
｡
主
先
富
後
貧
､
人
命
官
非

敗
家
｡
俗
云
直
舎
也
｣
と
い
う
.
中
国
の
家
屋
は
､

一
般
に
複
数
の
房
か

ら
構
成
さ
れ
て
お
り
､
敷
地
内
で
の
通
路
の
形
状
も
重
視
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
｡
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｢風水の村｣序論-r北木山風水記Jlについて-(町田･都築)

(
9
)
新
川
村
学
校
｡
新
川
村
の
学
校

(
｢会
所
｣
と
も
い
う
)
は
'

｢明
治
十
二
年
八
重
山
鳥
蔵
元
所
轄
学
事
統
計
｣
に
よ

れば
､

｢
石
垣
間
切

新
川
村
百
七
番
地
｣
に
所
在
し
た
O

｢明
治
十
三
年
学
事
年
報
｣
で
は
､
延
徳
二
年

(
1
四
九
〇
)
に
設
立
さ
れ
た
と
あ
る
が
'
乾
隆
十
七
年

(
1
七
五
二
)
に
石
垣
､
豊
野
城
に

｢会
所
｣
が
設
立
さ
れ
､

I
七
五
七
年
に
大
川

･
新
川
両
村

が
分
立
し
た
と
い
う
の
で
'
新
川
村
の
会
所
の

設
立
は
､
そ
れ
以
後
で
あ
ろ
う
｡

｢明
治
十
二
年
八
重
山
鳥
蔵
元
所
轄
公
学
校
蓑
｣
で
は
､

｢朱
文
公
､
二
十
四
孝
､
小
学
､
大
学
､
中
庸
'
孟

子
､
論
語
､
古
文
｣
が
教
育
さ
れ
て
い
た
と
い
う
｡
記
念
誌
編
集
委
員
会

『西
の
子
』

(西
表
小
学
校
創
立
百
周
年
記
念
事
業
期
成
会
､

1
九
九

1
年
)
'
及
び
喜
舎
場
永
均

r石
垣
町
誌
』

(
)
九
三
五
年
刊
､
国
書
刊
行
会
､

l
九
七
五
年
)
参
照
｡

(
10
)

｢北
木
山
蔵
元
風
水
記
｣
-
参
照
｡

(
11
)
天
井
の
広
さ
に
つ
い
て
は
､
典
拠
不
明
｡

｢方
正
｣
に
つ
い
て
は
､

『象
吉
備
要
通
事
』
｢営
造
宅
経
｣
に

｢
凡
人
家
天
井
方
者
為
上
､
不

可
直
長
､
主
喪
禍
｣
と
い
う
｡

(
12
)
新
川
村
学
校
の
方
位
は
明
記
さ
れ
て
な
い
が
､
巽
の
方
位
が
八
宅
の

｢絶
命
｣
'
九
宮
の

｢退
気
｣
と
な
る
の
は
艮
宅
で
あ
る
｡
二
十
E
]方

位
で
は
寅

･
艮

･
丑
の
い
ず
れ
か
に
坐
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
前
掲
図
5
､
図
8
参
照
｡

(
13
)
典
拠
不
明
｡
あ
る
い
は
具
体
的
な
対
応
策
に
よ
る
も
の
か
｡
鄭
良
佐
は
人
家
の
往
来
に
不
便
な
箇
所
に
道
路
を
開
-
こ
と
を
し
ば
し
ば
指
示

し
て
い
る
｡

(
14
)

『陽
宅
十
善
』
論
宅
外
形
第

一
に

｢
凡
宅
不
居
当
衝
口
処
｣
と
い
う
｡
与
儀
兼
徳

『風
水
香
し
'

『門
開
家
向
風
水
秘
伝
』
に
も
同
文
が
み

え
る
｡

一
般
に
家
宅
に
対
し
て
T
字
形
に
道
路
が
突
き
当
た
る
の
は
忌
ま
れ
た
｡
石
敢
当
に
つ
い
て
は
､

『玉
匝
記
通
書
虜
集
』
巻
下
に
は
ぼ
同

文
が
み
え
る

(図
25
)
0
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図25 石敢当

上
段
･･
(絵
図
)
高
四
尺
八
寸
､
澗

1
尺
二
寸
､
厚
四
寸
､
哩
人
士
八
寸
｡

下
段
･･凡
竪
石
敢
当
'
須
択
冬
至
日
後
甲
辰

･
丙
辰

･
戊
辰

･
庚
辰

･
壬
辰

･
甲
寅

･
丙
寅

･
戊
寅

･
庚
寅

･
壬
寅
､
此
十
二
日
乃
龍
虎
日
､

用
之
吉
｡
至
除
夜
'
用
生
肉
三
片
祭
之
､
新
正
寅
､
特
立
干
門
首
'
莫
与
外
人
見
｡
凡
有
巷
道
来
沖
者
､
用
此
石
敢
当
｡

な
お
､
本
文
中
の

｢除
夕
｣
は

｢除
夜
｣
の
意
味
で
あ
る
｡

ま
た
'
沖
縄
の
石
敢
当
に
つ
い
て
は
､
窪
徳
忠

『中
国
文
化
と
南
島
』

(第

t
書
房
､

一
九
八

一
年
)
七

一
～
九
九
頁
'
同
氏

『沖
縄
の
民
間

信
仰
J)
(
ひ
る
ぎ
杜
､

1
九
八
九
年
)
二

1
二
～
二
二
五
頁
な
ど
参
照
｡

(
ほ
)

｢悪
石
｣
は

『北
木
山
風
水
記
』
に
頻
繁

に
登
場
す
る
が
､
具
休
的
に
ど
の
よ
う
な
岩
石
を
さ
す
か
は
不
明
｡

r地
理
人
子
須
知
j
巻
六
上

｢論
明
堂
｣
に

｢内
明
堂
｣
に
つ
い
て

｢不
生
悪
石
｣
と
い
う
｡
ま
た
､

｢北
木
山
蔵
元
風
水
記
｣
-

参
照
｡

(
16
)
与
俵
兼
徳

F
風
水
香
』
に

｢
凡
人
宅
不
可
多
種
芭
蕪
､
久
而
招
禍
｡
又
云
'
人
家
房
戸
前
､
不
宜
種
芭
蕉
､
云
鬼
帰
得
血
病
｣
と
｡
ま
た
､

『門
開
家
向
風
水
秘
伝
』
に

｢
凡
人
家
種
芭
蔑
､
久
而
招
邪
｡
又
云
､
房
戸
前
不
宜
多
種
芭
蕉
､
俗
云
､
引
鬼
､
婦
人
得
血
疾
｣
と
｡

『
象
吉
備

要
通
香
し
に
は
ぽ
同
文
が
み
え
る
O

｢房
戸
｣
は

-
椴
に
建
物
の
出
入
口
を
さ
す
が
'
鄭
良
佐
が
ど
こ
を
指
し
て
い
る
か
不
明
｡

(
17
)
房
戸
の
前
以
外
の
敷
地
に
芭
蕉
を
植
え
よ
と
い
う
の
は
'
鄭
良
佐
の
判
断
で
あ
ろ
う
｡

(
18
)
与
儀
兼
徳

F風
水
香
し
に

｢
凡
住
宅
四
畔
'
竹
木
青
翠
､進
財
｣
と
あ
る
｡

『門
開
家
向
風
水
秘
伝
』

『象
吉
備
要
通
番
』
に
も
は
ば
同
文
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｢風水の村｣序論-『北木山風水記』について-(町田･都築)

が
あ
る
｡
ま
た
'

『
陽
宅
十
善
』
論
宅
内
形
第
八

｢
陽
宅
内
形
吉
凶
図
説
｣
に
'

｢
蒼
蒼
翠
竹
､
遼
身
努
､
堪
羨
其
家
､
好
善
堂
.
大
出
官
僚
'

小
出
貴
'
個
個
児
孫
'
姓
名
番
｣
と
い
う
｡

(
19
)
屋
敷
内
の
樹
林
に
つ
い
て
は
'
琉
球
の
風
水
で
頻
繁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
｡

○

『
伊
江
島
風
水
記
』
に
同
趣
旨
の
文
言
が
み
え
る
｡

各
屋
敷
保
護
の
儀
'
相
茂
り
道
路
を
押
ひ
家
を
押
へ
候
而
ハ
陰
気
が
ち
に
て
､
風
水
の
故
障
は
勿
論
'
主
々
病
気
ケ
間
敷
き
相
成
候
間
､
盛
茂

致
し
候
所
は
枝
す
ぎ
明
間
の
所
に
植
付
､
陰
陽
の
気
全
備
致
し
候
様
､
可
相
心
得
事
｡

｢
屋
敷
保
護
｣
と
は
､
屋
敷
抱
護
を
指
す
と
思
わ
れ
る
｡

○
成
豊
七
年

(
1
八
五
七
)

『久
米
村
神
山
里
之
子
親
雲
上
様
弐
ケ
村
風
水
御
見
分
日
記
』
に

｢屋
敷
毎
餌
諸
木
之
枝
､
路
江
お
そ
ひ
候
而
者
､

風
水
之
為
不
罷
成
故
障
二
相
懸
候
間
､
各
々
閉
切
伐
取
候
事
｣
､
ま
た

｢
屋
敷
囲
之
諸
木
､
屋
之
半
方
長
ケ
可
宜
候
｣
と
あ
る
｡

つ
ま
り
､
道

路
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
屋
敷
囲
い
の
枝
を
伐
採
す
る
こ
と
､
屋
敷
囲
い
の
樹
木
は
屋
敷
の
半
分
ほ
ど
の
高
さ
に
す
る
こ
と
を
い
う
.
鄭
良
佐
の
風

水
見
分
と
共
通
す
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
｡

○
屋
敷
囲
い
の
手
入
れ
に
つ
い
て
は
､

『
八
重
山
科
人
公
事
帳
』

｢
掃
除
緒
方
之
事
｣
の
附
則
に
､

｢
屋
敷
内
樹
木
枝
外
向
江
差
懸
見
苦
敷
所
者

伐
取
候
様
可
致
下
知
方
候
｣
と
あ
る
｡
こ
れ
も
道
路
に
は
み
だ
し
た
枝
を
伐
る
よ
う
に
指
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
屋
敷
の
樹
木
の
伐
採
に
つ
い
て

は
､
風
水
見
分
と
王
府
の
政
策
と
が
軌
を

一
に
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
0

○
生
い
茂
っ
た
湿
気
の
多
い
樹
林
に
鬼
怪
が
棲
み
つ
-
と
い
う
俗
信
に
つ
い
て
は
'
典
拠
不
明
｡
沖
縄
の
俗
信
と
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
が
､

今
後
の
調
査
を
侯
ち
た
い
｡

(
20
)
与
儀
兼
徳

『
風
水
書
』

｢
宅
基
長
短
潤
狭
吉
凶
図
｣
に
絵
図
が
あ
る

(図
26
)
0

｢
絵
図
･･右
長
左
短
'
居
之
富
｣

｢
絵
図
･
･右
短
左
長
'
居
之
少
子
孫
｣

｢
絵
図
･
･前
潤
後
挟
､
居
之
貧
乏
｣

｢
絵
図
-
前
狭
後
潤
､
居
之
富

貴
｣
｡

こ
の
他
､

『
門
開
家
向
風
水
秘
伝
』
'
町
田
家

『
風
水
書
』

｢地
宅
形
勢
吉
凶
図
｣
な
ど
に
も
同
じ
絵
図
と
説
明
が
み
え
る
｡
中
国
の
風
水
書

で
は
､
た
と
え
ば

『
陽
宅
十
善
』
論
宅
外
形
第

一
｢
陽
宅
外
形
吉
凶
図
｣
参
照
o

(
21
)
典
拠
不
明
｡

一
般
に

｢
二
房
｣
は
第
二
夫
人
を
い
う
が
､
こ
こ
で
の

｢長
房
｣

｢
二
房
｣
は
､
長
男
と
次
男
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
｡

『
平
陽

全
書
』
で
は
､

｢
穴
｣
の
内
側
か
ら
み
て
左
は
長
房
､
右
は
二
房
の
吉
凶
を
い
う
｡
た
と
え
ば
､
同
巻
八

｢分
房
訣
｣
に

｢穴
右
有
高
地
､
二
房

子
孫
稀
｡
穴
左
有
地
突
'
長
房
子
孫
絶
｣
と
い
う
｡

(
22
)

『
伊
江
島
風
水
記
』
に
は
､

｢水
は
財
の
気
､
門
は
気
の
口
､
水
､
門
よ
り
出
せ
ば
財
を
破
る
の
妨
け
有
之
候
｡
番
所
之
水
は
'
庚
酉
の
方

よ
り
出
し
候
様
､
相
心
得
べ
き
事
｣
と
あ
る
｡
門
を

｢
気
口
｣
と
み
な
す
こ
と
に
つ
い
て
は
､

『
陽
宅
十
番
』
論
元
空
装
卦
訣
第
五
の

｢気
口
返
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為
初
｣
と
い
う
標
題
の
下
に

｢気
口
者
門
也
｣
と
注
記
す
る
｡
ま
た
､

『金
光
斗
臨
経
』

｢客
座
賢
話
｣
に

｢
陽
宅
以
門
為
気
口
｣
と
.
水
が

｢財
気
｣
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
'
典
拠
不
明
｡
水
を
門
か
ら
放
水
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
'
与
儀
兼
徳

｢
風
水
書
』

｢
凡
宅
家
秘
伝
｣
に

｢
凡
宅
門
下
水
出
､
財
物
不
策
｣

｢水
従
門
出
､
主
耗
散
之
貧
窮
｣
と
.
『
門
開
家
向
風
水
秘
伝
』
'
『象
吉
備
要
通
香
』

｢
営
造
宅
経
｣
に
も
ほ

ぼ
同
じ
文
言
が
み
え
る
｡
ま
た
､

F陽
宅
十
香
山
論
宅
外
形
第

一
に

｢門
口
水
坑
､
家
破
伶
什
｣
と
あ
り
､
門
か
ら
水
を
出
し
て
ほ
な
ら
な
い
と

い
う
禁
忌
は
､
中
国
の
風
水
香
に
も
散
見
す
る
｡

息
基

友

愛

凋
及
甘

T

あ

回

カ

充

足

一
号
.＼ゲ
チ

与儀兼徳写本
r風水害』より

図26 宅基長短潤狭吉凶図
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｢
○
生
郎

貴
狼
星

長
生
水
来

(後
略
)
｣

｢●
休
郎

｢
○
臨
郎

武
曲
星

臨
宮
水
来

(後
略
)
｣

｢○
旺
郎

｢
●
病
郎

廉
貞
星

南
方
水
来

(後
略
)
｣

｢
●
死
郎

｢
●
絶
郎

禄
存
星

絶
方
水
来

(後
略
)
｣

｢●
胎
郎

る
｡
○
印
は
吉
'
●
印
は
凶
｡
い
ず
れ
も
水
流
が

｢穴
｣

文
曲
星

抹
浴
水
釆

(後
略
)
｣

｢
○
冠
郎

文
昌
星

冠
帯
水
来

(
後
略
)
｣

武
曲
皇

帝
旺
水
釆

(後
略
)
｣

｢
○
蓑
郎

巨
門
星

衰
方
水
来

(
後
略
)
｣

廉
貞
星

死
方
之
水

(後
略
)
｣

｢
●
墓
郎

破
軍
星

茎
方
水
来

(
後
略
)
｣

禄
存
星

胎
方
之
水

(後
略
)
｣

｢○
養
郎

貴
狼
星

養
方
之
水

(
後
略
)｣
と
あ

(陰
毛

･
陽
宅
)
に
向
か
っ
て
流
れ
て
来
る
方
向
を
さ
す
｡
た
と
え
ば
､

｢長
生
水
｣

が
穴

に
流
れ
て
来
れ
ば
吉
｡
水
が

｢穴
｣
か
ら
流
れ
去
る
場
合
は
､
吉
凶
が
逆
転
す
る
｡

葉
温
の

｢国
廟
地
理
記
｣
に
､

｢
(国
廟
)
前
有

l
江

(安
里
川
)
､
其
形
如
帯
､
其
水
延
蝿
曲
湾
､
従
長
生
万
来
､
与
海
水
相
通
､
海
水
溶

滴
､
亦
従
旺
方
進
来
､
勢
若
朝
観
'
甚
好
好
｣
と
あ
り
'
こ
こ
で
の

｢長
生
方
｣

｢
旺
方
｣
も
こ
の

｢十
二
宮
位
｣
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
｡
ま
た

『平
陽
全
書
』
巻
九

｢
平
洋
立
向
収
水
訣
｣
に

｢
凡
登
穴
場
､
既
定
穴
道
､
須
審
水
従
何
方
発
源
到
堂
､
何
方
出
口
､
将
羅
経

絡
准
方
位
｡
若
含
水
局
､
以
水
局
収
之
'
合
金
局
､
以
金
局
収
之
､
合
火
局
木
局
収
之
｡
所
謂
認
水
立
向
者
､
此
也
｡
務
要
従
胎

･
養

･
長
生

･

冠

･
臨

･
旺
而
釆
'
従
衰

･
病

･
死

･
基

･
絶
方
出
口
､
所
謂
来
於
生
旺
､
去
於
囚
謝
者
､
此
也
｣
と
､
簡
潔
な
説
明
が
み
え
る

(内
聞
家

『
風

水
書
』
に
も
同
文
の
引
用
が
あ
る
)
｡
た
だ
し
'
火

･
金

･
木

･
土

･
水
の
各
局
に
あ
て
は
め
る
二
十
四
万
位
に
つ
い
て
は
与
儀
兼
徳

『風
水
書
』

と
中
国
の
風
水
香
で
は
相
違
が
あ
り
'
従
っ
て
放
水
の
方
位
も
異
な
っ
て
く
る
｡
鄭
良
佐
が
ど
の
よ
う
な
風
水
書
に
よ
っ
て
こ
の

｢十
二
宮
方
位
｣
の

方
法
を
用
い
て
放
水
の
方
位
を
判
断
し
て
い
た
か
は
な
お
判
然
と
せ
ず
､
今
後
の
課
題
と
し
た
い
｡

(
24
)
典
拠
不
明
｡

○

『雪
心
斌
』
に
､

｢先
宅
後
墳
'
墳
若
興
而
宅
必
退
｡
先
墳
後
宅
､
宅
既
盛
而
墳
自
衰
｣
と
｡
た
だ
し
'
こ
こ
で
は
家
宅
と
墳
墓
の
建
立
の
先

後
を
い
う
と
思
わ
れ
る
｡

○

『地
理
陽
宅
大
全
』
巻
三

｢雑
犯
忌
歌
｣
に

｢人
家
宅
後
有
墳
壁
､
樹
木
孤
高
､
圧
宅
庭
帝
､
則
多
情
｣
､
ま
た
同
巻
四

｢
遠
地
龍
訣
｣
に

〓
墳
正
面
向
門
前
'
疾
災
白
禿
見
憂
煎
｡
左
右
有
境
､
亦
不
吉
｡
隔
水
無
妨
不

一
般
｡
天
門
有
墳
'
亦
不
吉
｡
鬼
門
墳
､
在
婦
空
房
｡
大
凡
有

墳
美
適
屋
'
遺
産
之
時
､
疾
厄
侵
千
金
｣
と
｡
家
宅
の
門
前

･
左
右
や
天
門

･
鬼
門
の
方
角
に
墳
墓
が
あ
り
'
お
よ
そ
墳
墓
が
家
宅
に
過
っ
て
い

る
の
は
凶
と
い
う
｡

な
お
､
解
題
で
も
述
べ
た
よ
う
に

『北
木
山
風
水
記
』
で
は
道
路

･
垣
根

･
ヒ
ン
プ
ン
･
シ
ー
サ

ー
･
石
敢
当
な
ど
で
､
邪
気
を
避
け
る
よ
う

に
い
う
｡
道
路
に
つ
い
て
は
､
｢川
平
村
｣
10
参
照
｡

(
25
)

｢北
木
山
蔵
元
風
水
記
｣
15
参
照
｡

(
26
)
与
儀
兼
徳

『風
水
書
』

｢門
前
青
草
､
多
愁
怨
｣
｡

『
門
開
家
向
風
水
秘
伝
』
'
『象
吉
備
要
通
番
』
に
同
文
あ
り
｡
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(27
)
典
拠
不
明
｡

『
陽
宅
十
香
し
論
宅
外
形
第

一
に

｢糞
崖
対
門
､
摩
癌
常
存
｣
と
い
う
｡

(
28
)
典
拠
不
明
｡

(
29
)
対
門
に
つ
い
て
は
'
多
く
の
風
水
香
に
散
見
す
る
｡

○

『門
開
家
向
風
水
秘
伝
』

｢宅
地
路
吉
凶
｣
に
絵
図
が
あ
り
'

｢両
宅
狭
路
'
両
門
相
対
､
謂
之
対
打
､

一
盛

一
裏
､
反
復
不

二

と
い
う

(図
27
)
0

○

『地
理

陽

宅
大
全
｣
巻
三

｢定
宅
経
｣
に

｢
街
頭
門
対
'

両
相
妨
｣と
｡
ま
た

『陽
宅
大
全
』
巻
九

『陽
宅
神
捜
経
心
伝

秘
法
』
に

｢
凡
大
門
不
可
両
家
相
対
､
必
有

一
家
退
散
｣
と

い
う
｡

(30
)
こ
こ
で
の
竃
に
対
す
る
見
方
は
典
拠
不
明
｡

○
与
儀
兼
徳

『風
水
書
』
に

｢比
神
'
晦
日
帰
天
'
白
人
罪

過
蕃
悪
事
｣
と
｡
『門
開
家
向
風
水
秘
伝
L
t
『象
吉
備
要
通
書
』

｢営
造
宅
経
｣
に
も
ほ
ぼ
同
文
あ
り
｡
ま
た
､
『金
光
斗
臨
経
』

｢竃
座
火
門
｣
に

｢火
門
者
､
鍋
底
納
柴
､
焼
火
之
口
､
得
向

書
方
､
発
福
甚
速
｡
期
日
之
間
'
可
験
子
嗣
貧
富
'
災
病
寿

天
｡
蓋
以
日
用
飲
食
者
'
人
之
根
本
也
｣
と
い
う
｡

○
竃
を
書
方
に
置
-
こ
と
に
つ
い
て
は

｢
北
木
山
蔵
元
風
水

記
｣
7
参
照
｡

き

泉

争

巾
門

嶋村

喪

も
射

ヤ

一系

丁
温

泉

.･徴

,'ふ一

喜

八
翁
サ

為ia

舶
醍

蛇

電束[草

｣∴予F門 開 家 向 風 水 秘 伝 ｣

よ り

図27 両門相対の図
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(
31
)

｢北
木
山
蔵
元
風
水
記
｣
7
参
照
｡
後
文
に
よ
れ
ば
'
新
川
村
の
人
家
は

｢坐
艮
向
坤
｣
の
良
宅
で
あ
る
｡
前
掲

図
5
､
図
8
参
照
｡

(32
)
典
拠
不
明
｡

1
般
に
､
井
戸
は

｢陰
｣
'
竃
は

｢陽
｣
で
あ
り
､
井
戸
と
竃
と
の
前
後
は
男
女
の
関
係
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡
と
す

れ
ば
'
こ
こ
で
は
夫
の
前
面
に
妻
が
位
置
し
て
お
り
､
こ
れ
を

｢起
妻
｣
と
表
現
し
た
と
思
わ
れ
る
｡

(
33
)
典
拠
不
明
｡

r象
吉
備
要
通
書
.?
巻
二
十

l
｢陽
宅
秘
論
｣
に
､

｢
凡
人
家
不
可
在
当
門
閥
井
､
主
官
訟
｣
と
い
う
.
ま
た
､

『陽
宅
十
善
)

論
宅
外
形
第

一
に

｢
凡
宅
井
不
可
当
大
門
､
主
官
訟
｣
と
ほ
ぼ
同
文
が
み
え
る
｡

(34
)
与
儀
兼
徳

『
風
水
香
』
に

｢井
竃
相
看
法
､
主
男
女
内
乱
｣
､
ま
た

｢井
蛙
不
可
令
相
見
｣
と
あ
る
｡

『象
吉
備
要
通
香
』
､
『
門
閥
家
向
風

水
秘
伝
』
に
も
は
ば
同
文
が
あ
る
｡



｢風水の村｣序論-『北木山風水記』について-(町田･都築)

(
35
)
典
拠
不
明
｡

(
36
)
典
拠
不
明
｡

『陽
毛
根
要
』
巻

一
｢竃
｣
に
､

｢竃
門
忌
門
路
沖
之
'
窓
光
射
之
､
主
疾
病
｣
と
い
う
｡

(
37
)
典
拠
不
明
｡
前
註

(
36
)
参
照
｡

(
38
)
典
拠
不
明
｡

(
39
)
典
拠
不
明
｡
井
戸
を
書
方
に
置
く
こ
と
に
つ
い
て
は
､

『陽
毛
根
要
』
巻

一
｢井
｣
に

｢
凡
井
千
乗
龍
生
気
旺
方
開
之
､
別
人
聡
明
長
寿
｣

と
い
う
｡
前
掲
図
5
参
照
｡

(
40
)

F陽
宅
撮
要
』
巻

1
｢
天
井
｣
に
'

｢
天
井
､
乃

1
宅
之
要
､
財
禄
倣
関
'
要
端
方
平
正
､
不
可
深
陥
落
槽
｣
と
ほ
ぼ
同
文
が
み
え
る
O
ま

た
､『象
吉
備
要
通
香
山
に

｢
凡
人
家
天
井
方
者
為
上
'
不
可
直
長
､
主
喪
家
｣
と
あ
る
｡

(
4
)

｢
日
｣
の
字
の
形
の
天
井
に
つ
い
て
は
典
拠
不
明
.
た
だ
し
､

1
椴
に
天
井
は

｢
1
J
字
の
形
状
を
禁
忌
と
し
た
｡

『象
吉
備
要
通
書
』
巻

二

十

1
｢陽
宅
秘
論
｣
に

｢天
井
不
可
作

-
字
'

I
字
帯
殺
少
神
気
｣
と
あ
り
'

『
陽
宅
十
香
Jl
｢論
宅
内
形
第
八
｣
に
も
同
文
が
み
え
る
O

(
42
)
典
拠
不
明
｡

『陽
毛
根
要
』
巻

I
｢天
井
｣
に

｢
(天
井
)
忌
深
陥
載
水
'
宜
温
潤
､
忌
汚
機
｣
と
い
う
｡

(
43
)

｢北
木
山
蔵
元
風
水
記
｣
11
に
同
じ
｡
前
掲
図
5
㌧
図
8
参
照
｡

(
胡
)
同
右

(
45
)
前
掲
図
5
参
照
｡

(
46
)

｢北
木
山
蔵
元
風
水
記
｣
5
に
同
じ
｡

(47
)

｢北
木
山
蔵
元
風
水
記
｣
6
に
同
じ
｡

五
㌧
川
平
村

｢
川
平
村
｣
原
文

川
平
村

坐
成
向
辰

番
所
'
坐
発
向
丁
､
門
在
丁
方
'
在
八
宅
為
延
年
門
､
尤
吉
｡

番
所
斬
､
可
作
寅
丑
方
｡
此
方
在
八
宅
為
五
鬼
方
｡
成
乾
亥
方
為
六
弊
方
､
此
方
可
｡
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一

番
所
内
之
水
､
辰
乙
卯
甲
丑
申
寅
'
各
見
其
便
而
可
出
'
乃
吉

｡

一

番
所
竃
､
可
作
未
坤
申
壬
方
､
在
九
宮
為
生
気
方
'
尤
吉
｡

一

番
所
左
辺
之
道
､
背
去
而
無
抱
護
之
情
､
不
吉
｡
宜
照
図
以
改
関
へ
乃
吉
｡

一

本
村
各
家
､
坐
成
向
辰
｡
門
在
巽
方
､
在
八
宅
為
禍
害
方
､
不
吉
｡
又

一
云
､
辰
向
巽
門
へ
為
旺
財
｡
以
地
勢
之
従
此
方
開
門
､
又

不
析
O

竃
可
作
庚
酉
辛
方
｡
此
方
在
八
宅
為
生
気
方
､
吉
｡

廊
可
作
未
坤
申
方
｡
此
方
在
九
宮
為
死
気
方
､
吉
｡

宅
内
之
水
'
従
丁
甲
突
壬
方
'
各
見
其
便
而
可
出
へ
吉
｡

本
村
地
勢
'
後
高
而
前
低
､
其
気
走
滑
､
不
吉
.
宜
照
図
於
前
面
横
開
道
路
､
以
戟
其
気
､
乃
吉
｡

四
方
有
路
囲
宅
者
'
主
世
出
療
病
之
人
｡
本
村
□
□
屋

･
□
□
屋

･
口
□
屋

･
□
□
屋

･
□
□
屋

･
□
□
屋
､
犯
此
坊
｡
宜
各
見
其

便
而
塞
断
其

一
万
㌧
乃
吉
｡

当
工
字
路
者
､
必
有
両
家
傷
分
之
坊
｡
本
邑

∪
ロ
屋

･
□
□
屋
､
又
無
宅
之
地
､
犯
此
坊
｡
宜
照
図
以
閉
路
､
乃
不
坊
｡

人
家
四
方
有
竹
木
青
翠
､
則
吉
｡
甚
高
而
茂
盛
､
則
湿
気
垂
而
不
化
､
使
人
生
病
､
不
吉
｡
本
村
､
樹
木
甚
高
而
茂
盛
､
不
吉
｡
伐

去
其
半
､
則
吉
｡

自
丙
至
未
､
甚
凹
陥
｡
日
中
至
酉
､
又
甚
凹
陥
､
不
吉
｡
宜
照
図
多
栽
樹
木
以
遮
蔽
'
乃
吉
｡

日
成
至
丑
､
又
宜
照
EA
栽
樹
木
､
以
為
外
界
､
乃
吉
｡
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｢
川
平
村
｣
書
下
し

(-)

川
平
村

成
に
坐
し
辰
に
向
か
う

(IJ)

1
1
'
番
所
は
発
に
坐
し
丁
に
向
か
う
｡
門
は
丁
の
方
に
在
り
O
八
宅
に
在
り
て
は
延
年
の
門
な
り
｡
尤
も
吉
｡

｢風水の村｣序論-『北木山風水記』について-(町田･都築)

10 9 8 7 6 5 4 3 2

二

番
所
の
廓
は
､
寅

･
丑
の
方
に
作
る
べ
し
｡
此
の
方
'
八
宅
に
在
り
て
は
五
鬼
の
方
な
り
｡
成

･
乾

･
亥
の
方
は
六
繁
の
方
な
り
｡

(-)

此
の
方
も
可
な
り
｡

(-)

一
､
番
所
内
の
水
は
､
辰

･
乙

･
卯

･
甲

･
丑
･
申

･
寅
'
各
～
其
の
便
を
見
て
出
す
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡(5)

一
､
番
所
の
竃
は
､
未

･
坤

･
申

･
壬
の
方
に
作
る
べ
し
｡
九
宮
に
在
り
て
は
生
気
の
方
な
り
｡
尤
も
吉
｡

(6)

一
､
番
所
の
左
辺
の
道
､
背
去
し
て
抱
護
の
情
な
し
｡
吉
な
ら
ず
｡
宜
し
-
図
に
照
ら
し
て
以
て
改
め
開
-
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

(-)

一
､
本
村
の
各
家
は
､
戊
に
坐
し
辰
に
向
か
い
､
門
は
巽
の
方
に
在
り
｡
八
宅
に
在
り
て
は
禍
害
の
方
な
り
｡
吉
な
ら
ず
｡
又
た

一
に

(8)

云
う
､
辰
向
き
の
巽
の
門
は
旺
財
な
り
と
｡
地
勢
の
此
の
方

(巽
の
方
)
に
従
う
を
以
て
門
を
開
-
も
､
又
た
妨
げ
ず
｡

(9)

1
'
竃
は
庚

･
酉

･
辛
の
方
に
作
る
べ
し
｡
此
の
方
､
八
宅
に
在
り
て
は
生
気
の
方
な
り
｡
吉
0

(川)

1
へ
廓
は
未

･
坤

･
申
の
方
に
作
る
べ
し
｡
此
の
方
､
九
宮
に
在
り
て
は
死
気
の
方
な
り
｡
吉
｡

よ

(‖)

一
､
宅
内
の
水
は
､
丁

･
甲

･
突

･
壬
の
方
従

り
､
各
～

其
の
便
を
見
て
出
す
べ
し
｡
吉

｡

l
､
本
村
の
地
勢
､
後
ろ
は
高
-
し
て
前
は
低
-
､
其
の
気
は
走
滑
す
｡
吉
な
ら
ず
｡
宜
し
-
図
に
照
ら
し
て
前
面
に
於
い
て
横
に
道

さ

(12)

路
を
開
き
'
以
て
其
の
気
を
載
る
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡
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(13)

11

一
､
四
万
に
路
あ
り
て
宅
を
囲
む
者
は
'
世
～
癒
楓
の
人
を
出
す
を
主
る
｡
本
村

□
□
屋

･
□
□
屋

･
ロ
ロ
屋

･
□
□
屋

･
□
□
屋

･

口
□
屋
'
此
の
妨
げ
を
犯
す
｡
宜
し
-
各
～

其
の
便
を
見
て
其
の

一
方
を
塞
断
す
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

(;
)

12

二

工
の
字
の
路
に
当
た
る
者
は
'
必
ず
両
家
傷
み
分
け
の
妨
げ
あ
り
｡
本
村

□
□
屋

･
ロ
ロ
屋
､
又
た
宅
な
き
の
地
'
此
の
妨
げ
を

犯
す
｡
宜
し
-
図
に
照
ら
し
て
以
て
路
を
開
-
べ
し
｡
乃
ち
妨
げ
ず
｡

13

1

人
家
､
四
方
に
竹
木
の
青
翠
な
る
あ
れ
ば
､
則
ち
吉
｡
甚
だ
高
く
し
て
茂
盛
す
れ
ば
､
則
ち
湿
気
重
-
し
て
化
せ
ず
'
人
を
し
て

('J=;)

病
を
生
ぜ
し
む
｡
吉
な
ら
ず
｡
本
村
､
樹
木
甚
だ
高
-
し
て
茂
盛
す
る
は
'
吉
な
ら
ず
｡
其
の
半
ば
を
伐
去
す
れ
ば
則
ち
吉
｡

14

｢

丙
よ
り
未
に
至
る
ま
で
甚
だ
凹
陥
す
｡
申
よ
り
酉
に
至
る
ま
で
も
又
た
甚
だ
凹
陥
す
｡
吉
な
ら
ず
｡
宜
し
く
図
に
照
ら
し
て
多
く

(16
)

樹
木
を
栽
え
､
以
て
遮
蔽
す
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

(17)

15

一
､
成
よ
り
丑
に
至
る
ま
で
も
､
又
た
宜
し
く
図
に
照
ら
し
て
樹
木
を
栽
え
へ
以
て
外
界
と
な
す
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡
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註

(
-
)

(
2
)

8
､

5 4 3 は

前
掲
図
7
参
照
｡

川
平
村
の
番
所
に
つ
い
て
は
､
明
治
二
十
六
年

(
一
八
九
三
)
に
沖
縄
を
訪
れ
た
笹
森
儀
助

『南
嶋
探
検
』
2

(平
凡
社
､
東
洋
文
庫
4
2

1
九
八
三
年
)
に
よ
れ
ば
､

｢
(白
保
)
村
番
所
ノ
結
構
ハ
該
嶋
第

二
t
シ
テ
'
川
平
番
所
之
レ
こ
次
ク
｣
と
い
う

(十
四
頁
)
O
川
平
村

他
の
村
落
に
比
べ
て
番
所
の
向
き
と
村
落
の
向
き
と
が
大
き
-
異
な
っ
て
い
る

(図
28
)｡
前
掲
図
6
参
照
｡

前
掲
図
6
参
照
｡
酌
を
凶
方
に
配
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､

｢北
木
山
蔵
元
風
水
記
｣
日
参
鼎
｡

排
水
が

｢十
二
宮
方
位
｣
に
よ
る
か
ど
う
か
は
不
明
｡

｢新
川
村
風
水
記
｣
15
参
照
｡

未

･
坤
･
申

･
壬
は
'
八
宅
に
よ
れ
ば

｢絶
命
｣
と

｢伏
門
｣
と
な
る
｡
鄭
良
佐
が

｢八
宅
｣
で
凶
方
の
と
き
に
は

｢九
宮
｣
に
よ
っ
て
吉

凶
を
判
断
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
｡
前
掲
図
6
､
図
9
参
照
｡
ま
た
､

｢北
木
山
蔵
元
風
水
記
｣
7
参
照
の
こ
と
｡
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図28 川平村周辺図
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た 1098 7 6

番
所
の
左
辺
の
道
路
は
図
28
､
後
掲
図
31
参
照
｡
道
路
の
形
状
に
つ
い
て
は
､

｢
四
村
風
水
記
｣
1
､
及
び

｢新
川
村
風
水
記
｣
5
参
照
｡

前
掲
図
7
参
照
｡

辰
向
き
の
家
屋
の
巽
向
き
の
門
は
､
吉
で
あ
る
と
い
う
｡
典
拠
不
明
｡

前
掲
図
7
参
照
｡

前
掲
図
10
参
照
｡
未

･
坤

･
申
は
､
八
宅
に
よ
れ
ば

｢延
年
｣
の
書
方
と
な
る

(前
掲
図
7
)
｡
廟
を
書
方
に
配
置
す
る
の
は
不
吉
で
あ
っ

こ
こ
で
も

｢八
宅
｣
で
凶
の
と
き
に
は

｢九
宮
｣
に
よ
っ
て
方
位
を
判
断
し
て
い
る
｡

(
11
)
前
註

(
4
)
参
照
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

(
12
)

｢豊
野
城
村
風
水
記
｣
に

｢道
路
､
曲
折
し
て
供
来
す
る
者
は
気
を
進
む
と
な
し
､
横
直
し
て
抱
身
す
る
者
は
気
を
界
す
と
な
す
O
本
村
､

後
ろ
は
高
く
前
は
低
し
｡
恐
ら
く
は
村
中
の
気
'
走
池
せ
ん
｡
吉
な
ら
ず
.
宜
し
く
美
崎
の
前
よ
り
横
に
道
を
開
き
て
以
て
廻
抱
す
べ
し
｡
乃
ち

其
の
気
､
走
滑
せ
ず
｡
吉
と
な
す
｣
と
い
う
.
身

(村
落
)
を
抱
く
か
の
よ
う
に
道
路
を
横
向
き
に
開
く
と

｢気
｣
を
-
ざ
る
と
い
う
O

『
平
陽

全
書
』
巻
六
に
引
く

『帰
厚
録
』
陽
基
篇
十
二
の
解
説
に

｢又
論
道
路
､
直
朝
著
作
乗
気
断
｡
如
乾
万
有
路
来
朝
､
別
宅
受
乾
気
也
o
横
載
者
作

止
気
断
｡
如
坤
万
有
横
街
､
別
宅
受
良
気
也
｡
朝
路
比
来
龍
､
而
横
路
比
界
水
｣
と
｡
家
宅
の
乾
の
方
角
か
ら
直
路
が
来
れ
ば
乾
の
気
を
受
け
､

坤
の
方
角
に
横
向
き
に
街
が
あ
れ
ば
反
対
側
の
良
の
気
を
受
け
る
O
家
宅
に
対
し
て
直
線
に
向
か
う
道
路
は
そ
の
方
角
の
気
が
入
り
'

｢来
龍
｣

に
比
較
で
き
る
｡
家
宅
に
対
し
て
横
向
き
の
道
路
は
気
を
止
め
､

｢
界
水
｣
に
比
較
で
き
る
と
い
う
｡
ま
た

『
地
理
古
鏡
歌
』

｢
路
｣
に
も

｢路
能
界
気
'
亦
能
迎
当
｣
と
.
ま
た
'
先
に
も
引
用
し
た

『葬
書
』
の

｢
(経
)
気
葉
風
則
散
､
界
水
則
止
｡
古
人
衆
之
便
不
敬
､
行
之
使
有

止
､
故
謂
之
風
水
｣
の
注
に
､
平
坦
な
地
に
つ
い
て

｢故
不
以
寛
昧
為
嫌
､
但
取
横
水
之
有
止
､
使
気
之
不
行
也
云
々
｣
と
い
う
｡
つ
ま
り
､
穴

に
対
し
て
横
向
き
の
水
で
気
を
止
め
る
と
｡
横
向
き
の
道
路

･
水
流
は
気
を
と
ど
め
る
役
割
を
は
た
し
た
｡
風
水
で
は
､
水
流
も
道
路
も
同
じ
と

さ
れ
る

(
｢新
川
村
風
水
記
｣
註
6
に
引
-

『平
陽
全
書
』
参
照
)
0

(
13
)
典
拠
不
明
｡

『
陽
宅
十
善
』
論
宅
外
形
第

一
｢陽
宅
外
形
吉
凶
図
説
｣
に

｢
四
面
交
通
､
主
凶
秩
禍
起
､
人
家
不
可
当
､
若
不
損
財
､
災
禍

死
投
河
､
日
経
井
中
亡
｣
と
あ
り
､
家
宅
の
四
方
が
道
路
に
面
し
て
い
る
の
は
､
不
吉
と
さ
れ
た
｡
ま
た
､

『水
龍
経
』
四
に

｢囚
水
｣
と
名
づ

け
て

｢穴
｣
の
四
面
に
水
が
流
れ
る
の
を
不
吉
と
し
'
｢
四
面
水
浮
流
'
不
久
有
災
憂

･
心
棒
及
腹
痛

･
水
島
､
薬
難
投
｣
と
い
う
｡
水
の
流
れ

と
道
路
と
は
､
同
じ
で
あ
る
｡
後
掲
図
29
参
照
｡

(
14
)

｢新
川
村
風
水
記
｣
7
参
照
｡

(
15
)

｢新
川
村
風
水
記
｣
13
参
照
｡

(
16
)
後
掲
図
30
参
照
｡

｢
凹
陥
｣
に
植
樹
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
'

｢
四
村
風
水
記
｣
3
参
照
｡

(
17
)
川
平
村
は

｢坐
成
向
辰
｣
､
成
か
ら
丑
'
つ
ま
り
村
の
後
方
に
あ
た
る
ほ
ぼ
北
西
か
ら
北
東
に
か
け
て
植
樹
せ
よ
と
い
う
｡

『
葬
書
』
外
篇
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に

｢
(経
)
形
如
負
1居
､
有
傭
中
崎
､
法
葬
其
止
｡

(荏
)
万
物
負
陰
而
抱
陽
､
故
凡
背
後
不
可
無
界
障
以
蔽
之
､
加
入
之
肩
曹
長
畏
賊
風
､
則

易
干
成
疾
｡
坐
穴
亦
然
､
異
能
穿
障
受
傾
､
結
成
形
局
､
玄
武
中
崎
､
依
椅
罪
障
､
以
固
背
気
､
此
立
穴
之
大
概
也
｣
と
｡
お
よ
そ
背
後
は

｢
罪

障
｣
に
よ
っ
て
蔽
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
人
の
背
中
に
賊
風
が
あ
た
れ
ば
､
病
気
に
か
か
り
や
す
い
か
ら
で
あ
る
｡
穴
で
は
'
後
方
に

玄
武
が
そ
び
え
､
こ
の

｢罪
障
｣
に
よ
り
か
か
っ
て
背
後
の
気
を
固
め
る
と
.
本
文
中
の

｢外
界
｣
は

｢罪
障
｣
､
つ
ま
り

｢
つ
い
た
て
｣
で
あ

ろ
う
｡
後
掲
図
31
参
照
｡

ーI 逆｢漣 空 漣･L…一遇
◆

日 断

縫 弓的 遵 四三坪 財 人 画申 災 髭 変t j仇 講 虹,屯 可 生殺 嘗 t2g阿 智 妖肖 不 納

U綿
普

図29 道路 ･水流による四囲

-181-



図30 川平集落四方の凹陥
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図31川平村周辺の樹林
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六
､
伊
原
問
村

｢伊
原
間
村
｣
原
文

伊
原
間
村

坐
艮
向
坤

一

本
村
､
左
辺
両
山
甚
高
､
人
家
在
右
辺
｡
恐
其
間
風
進
来
'
生
気
尽
被
吹
散
､
而
人
民
必
衰
英
｡
且
又
宅
地
樹
木
茂
盛
､
而
陰
気
甚

重
｡
此
処
不
可
住
居
｡
宜
照
図
移
居
前
面
以
受
陽
気
､
乃
人
民
必
盛
夫
｡
其
移
之
時
､
今
所
居
之
樹
木
不
伐
去
､
以
塵
取
其
後
凹
陥
.

又
自
酉
至
巳
'
多
栽
樹
木
以
護
其
気
'
則
吉
｡

其
移
之
時
､
宅
坐
丑
向
未
､
門
開
未
方
､
為
生
気
門
､
尤
吉
｡

竃
可
作
成
乾
亥
方
'
此
方
在
八
宅
為
天
医
方
'
尤
吉
｡

宅
内
之
水
､
成
幸
酉
庚
未
申
丙
丁
方
､
各
見
其
便
而
可
流
出
､
吉
｡

｢伊
原
間
村
｣
書
下
し

(-)

伊
原
間
村

良
に
坐
し
坤
に
向
か
う

184

-
二

本
村
､
左
辺
の
両
山
は
甚
だ
高
-
'
人
家
は
右
辺
に
在
り
｡
恐
ら
-
は
其
の
問
､
風
の
進
み
来
た
り
て
生
気
は
尽
-
吹
散
せ
ら
れ
'

(a)

(C･･)

而
る
に
人
民
は
必
ず
衰
え
ん
｡
且
つ
又
た
宅
地
の
樹
木
は
茂
盛
し
て
陰
気
は
甚
だ
重
し
｡
此
の
処
は
住
居
す
べ
か
ら
ず
｡
宜
し
-
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(I)

図
に
照
ら
し
て
居
を
前
面
に
移
し
､
以
て
陽
気
を
受
く
べ
し
｡
乃
ち
人
民
は
必
ず
盛
ん
な
ら
ん
｡
其
れ
移
る
の
時
､
今
ま
居
る
所

の
樹
木
は
伐
去
せ
ず
､
以
て
其
の
後
ろ
の
凹
陥
を
遮
蔽
せ
よ
｡
又
た
酉
よ
り
巳
に
至
る
ま
で
､
多
-
樹
木
を
栽
え
､
以
て
其
の
気

(-
)

を
護
れ
ば
'
則
ち
吉
｡

(6)

2
一
､
其
れ
移
る
の
時
､
宅
は
丑
に
坐
し
未
に
向
か
い
'
門
は
未
の
方
に
開
き
て
生
気
の
門
と
な
せ
ば
､
尤
も
吉
｡

(-)

3
一
､
竃
は
成

･
乾

･
亥
の
方
に
作
る
べ
し
｡
此
の
方
､
八
宅
に
在
り
て
は
天
医
の
方
な
り
｡
尤
も
吉
｡

(8
)

4
1
'
宅
内
の
水
は
'
成

･
辛

･
酉

･
庚

･
末

･
申

･
丙

･
丁
の
方
､
各
～
其
の
便
を
見
て
流
出
す
べ
L
O
吉
｡

註

(
-
)
前
掲
図
5
参
照
｡

(2
)
こ
の
景
観
に
つ
い
て
は
､
後
掲
図
32
㌧
後
掲
図
33
参
照
｡
ま
た

｢新
川
村
風
水
記
｣
2
参
照
の
こ
と
｡

(
3
)
｢新
川
村
風
水
記
｣
13
参
照
｡

(4
)
鄭
良
佐
の
風
水
見
分
に
よ
っ
て
伊
原
間
村
が
移
動
し
た
か
ど
う
か
は
'
今
後
の
調
査
を
侯
ち
た
い
｡

(5
)
鄭
良
佐
は
､
村
落
の
移
動
に
際
し
て
も
と
の
樹
木
を
残
す
こ
と
を
多
く
指
示
し
て
い
る
｡

｢凹
陥
｣
に
つ
い
て
は

｢
四
村
風
水
記
｣
3
､
図

33
参
照
｡
移
動
後
の
村
落
は

｢坐
丑
向
未
｣
'
酉
か
ら
巳
に
か
け
て
は
村
落
の
西
か
ら
時
計
回
り
に
南
南
東
に
至
り
､
村
落
の
左
右
及
び
後
方
に

植

樹
す
る
よ
う
に
い
う
｡

｢川
平
村
｣
15
'
及
び
後
掲
図
34
参
照
の
こ
と
｡

(
6
)
前
掲
図
5
参
照
｡
鄭
良
佐
は
移
動
後
の
村
落
の
方
位
を
北
に
十
五
度
ず
ら
す
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
｡

(7
)
竃
の
方
位
は
､
移
動
後
の
村
落
の
坐
向
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
前
掲
図
5
参
照
｡

(8
)
排
水
の
方
位
も
､
移
動
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
｡
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｢風水の村｣序論-『北木山風水記』について-(町田･都築)

図33 伊原間村と ｢左辺の両山｣
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図34 伊原間村周辺の樹林
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｢風水の村｣序論-『北木山風水記』について-(町田･都築)

七
'
桃
里
村

｢桃
里
村
｣
原
文

桃
里
村

坐
艮
向
坤

当
面
有
山
而
直
沖
者
､
其
禍
甚
速
｡
本
村
当
面
有
山
而
直
沖
'
不
吉
｡
宜
照
図
移
居
右
辺
以
避
其
禍
､
乃
吉
｡

其
移
之
時
へ
宅
坐
寅
向
申
､
門
閥
申
方
'
為
生
気
門
､
尤
吉
｡

竃
可
作
成
乾
亥
方
'
吉
｡

痢
可
作
壬
契
方
､
又
吉
O

宅
内
之
水
､
成
幸
酉
庚
丙
丁
方
､
各
見
其
便
而
可
出
､
吉
｡

移
時
､
今
所
居
之
樹
木
不
伐
去
而
為
外
界
､
可
以
護
其
気
､
乃
吉
0

日
寅
至
午
､
又
多
栽
樹
木
而
為
外
界
､
可
以
護
其
気
'
乃
吉
｡

｢
桃
里
村
｣
書
下
し

(-)

桃
里
村

良
に
坐
し
坤
に
向
か
う

つ

(rこ

189

1

1
､
当
面
に
山
あ
り
て
直
ち
に
沖
く
者
は
､
其
の
禍
い
甚
だ
速
し
｡
本
村
の
当
面
に
山
あ
り
て
直
ち
に
沖
-
は
､
吉
な
ら
ず
｡
宜
し
-



(1)

図
に
照
ら
し
て
居
を
右
辺
に
移
し
､
以
て
其
の
禍
い
を
避
-
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

(5)

2
一
､
其
れ
移
る
の
時
､
宅
は
寅
に
坐
し
申
に
向
か
い
､
門
は
中
の
方
に
開
き
て
生
気
の
門
と
な
せ
ば
､
尤
も
吉
｡

(6)

3
一
㌧
竃
は
成

･
乾

･
亥
の
方
に
作
る
べ
し
｡
吉
｡

(-)

4
｢

噺
は
壬

･
葉
の
方
に
作
る
べ
し
｡
又
た
吉
｡

(8
)

5
一
､
宅
内
の
水
は
､
成

･
辛

･
酉

･
庚

･
丙

･
丁
の
方
､
各
～
其
の
便
を
見
て
出
す
べ
し
｡
吉
｡

(9
)

6
1
､
移
る
の
時
､
今
ま
居
る
所
の
樹
木
は
伐
去
せ
ず
し
て
外
界
と
な
し
､
以
て
其
の
気
を
護
る
べ
し
｡
乃
ち
吉
0

(川
)

7
一
､
寅
よ
り
午
に
至
る
ま
で
､
又
た
多
く
樹
木
を
栽
え
て
外
界
と
な
し
'
以
て
其
の
気
を
護
る
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

註

(-
)
前
掲
図
5
参
照
｡

(2
)
一
般
に
'

｢穴
｣
の
前
面
に
あ
る
山
は

｢葉
山
｣

｢朝
山
｣
と
よ
ば
れ
る
｡

『葬
香
』
内
篇
に

｢
(経
)
欲
進
而
却
､
欲
止
而
深
｡

(症
)

上
旬
言
､
擁
衛
之
山
､
須
得
趨
揖
朝
挟
､
不
欲
其
府
道
衝
突
而
不
遜
也
｡
下
旬
言
'
瀦
蓄
之
水
､
必
得
止
衆
淵
澄
､
不
欲
其
附
潟
反
背
而
無
情
也
｣

と
い
う
｡

｢穴
｣
を
擁
衛
す
る
山
､
つ
ま
り
左
右
の

｢砂
｣
や
前
面
の

｢美
山
｣

｢朝
山
｣
な
ど
に
'
お
ご
り
道
ま
っ
て

｢衝
突
｣
す
る
よ
う
な

不
遜
な
勢
い
が
あ
る
の
は
避
け
る
よ
う
に
い
う
｡

『地
理
人
子
須
知
』
巻
五
上

｢総
論
朝
案
二
山
･
論
葉
山
｣
に
'

｢凡
穴
前
低
中
之
山
'
名
目

寒
山
.
如
貴
人
拠
秦
之
義
-
-
亦
不
必
拘
合
於
形
像
'
但
以
端
正
員
巧
､
秀
娼
光
彩
､
平
正
斉
整
､
廻
抱
有
帽

(憎
γ
)
為
吉
｡
順
水
飛
走
､
或

向
穴
尖
射
､
及
膜
腫
粗
大
､
破
砕
峻
岩
､
醜
悪
走
束
'
反
背
無
情
､
為
凶
｣
と
い
う
0
つ
ま
り
'
葉
山
は
姿
が
と
と
の
っ
て
い
て

｢
廻
抱
有
情
｣

な
も
の
が
よ
く
､

｢穴
｣
に
向
か
っ
て

｢尖
射
｣
し
た
り
､
形
状
が
険
し
く
醜
悪
で
｢反
背
無
情
｣
な
案
山
は
凶
と
さ
れ
た
｡

｢沖
｣
の
形
勢
は
､

｢衝
突
｣

｢尖
射
｣
に
相
当
し
よ
う
｡
図
35
参
照
｡
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負 . .普
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享 善 書

ー__† 濃 春 水

地理人子須知j巻六

EZ135 ｢沖｣の形勢
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(3
)
カ
ラ
岳
の
こ
と
｡
後
掲
図
36
､
37
参
照
｡

(4
)
桃
里
村
の
移
動
に
つ
い
て
は
､
図
36
参
照
｡
松
茂
氏
当
貴

F
光
緒
弐
年
丙
子
菊
月
吉
祥
日
仕
立

目
差
役
被
仰
付
候
以
来
日
記
』
に
次
の
よ

う
に
あ
る
｡

1

桃
里
村
之
俵
'
此
節
新
敷
江
引
移
慶
事
存
候
問
'
百
姓
等
手
明
次
第
'
夫
々
引
越
候
様
被
仰
付
庶
事
存
候
｡
此
旨
宜
様
御
取
成
奉
頼
候
'

以
上
｡

丑
四
月

一

同
廿
六
日
辛
亥
執
､
桃
里
村
此
節
新
敷
江
番
所
作
建
候
付
､
風
水
見
与
儀
通
事
親
書
上
御
下
島
之
時
､
係
役
西
表
首
里
大
屋
子

･
上
原

目
差
大
湾
筑
豊
之
御
両
人
申
受
御
同
道
五
ツ
時
分
出
立
､
八
ツ
頭
唆
所
相
届
､
村
向
羽
井
屋
敷
組
彼
是
御
取
究
被
成
候
付
'
屋
敷
斌
合

を
以
相
与
へ
､
尤
御
地
走
向

ハ
御
粥

一
膳

･
榔
子
酒

･
鍋
ぬ
ん
こ
､
□
口
蓋
上
置
候

(後
略
)

光
緒
三
年

(
一
八
七
七
)
四
月
､
桃
里
村
は
新
し
い
敷
地
に
移
り
､
番
所
も
建
て
直
し
た
の
で
､
風
水
見
与
儀
通
事
親
雲
上
が
八
重
山
に
渡
航

し
た
と
き
の

｢
係
役
｣
に
村
の
方
位
､
並
び
に
屋
敷
組
を
検
分
さ
せ
た
と
い
う
｡
挑
里
村
は

一
八
六
二
年
の
鄭
良
佐
の
風
水
見
分
に
従

っ
て
'
十

五
年
後
に
移
動
し
た
こ
と
に
な
る
｡
ま
た
､
前
掲
の
笹
森
儀
助

『南
嶋
探
検
』
2
に
よ
る
と
､
明
治
二
十
六
年

(
I
八
九
三
)
の
段
階
で
'

｢
三



南
港
棋
王

?森
fR
Q

｢
貴
｣
9
g
囲

-192-
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図37 カラ岳の形勢
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十
余
年
前
ハ
村
ノ
少
シ
東
南
ニ
7
-
シ
モ
､
土
地
不
良
ニ
シ
テ
頗
ル
風
土
病
二
苦
ム
｡
故
二
現
地
二
移
転
セ
シ
モ
云
々
｣

(
二
十
二
頁
)
と
い
う
｡

新
城
敏
男
前
掲
論
文
参
照
｡

(5
)
前
掲
図
5
参
照
｡
移
動
後
の
村
落
を
南
に
十
五
度
ず
ら
す
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
0

(6
)
前
掲
図
5
参
照
｡
成

･
乾

･
亥
は

｢八
宅
｣
で
は

｢天
医
｣
の
吉
方
と
な
る
｡

(7
)
前
掲
図
5
参
照
｡
壬

･
菜
は

｢
八
宅
｣
で
は

｢
五
鬼
｣
の
凶
方
と
な
る
｡

(8
)
｢新
川
村
風
水
記
｣
15
参
照
｡

(9
)
｢川
平
村
｣
15
､

｢伊
原
問
村
｣
-
参
照
｡
ま
た
､
図
38
参
照
｡

(10
)
移
動
後
の
村
落
は

｢坐
寅
向
申
｣､
寅
か
ら
午
､
つ
ま
り
村
落
の
後
方
の
東
北
東
か
ら
南
に
か
け
て
植
樹
す
る
よ
う
に
い
う
｡
前
註

(
9
)

参
照
｡
ま
た
､
図
38
参
照
｡

図38 桃里村周辺の樹林



｢風水の村｣序論-『北木山風水記』について-(町田･都築)

八
㌧
竹
富
村

｢竹
富
村
｣
原
文

竹
富
村

番
所
'
坐
発
向
丁
､
大
門
在
丁
方
､
是
為
延
年
門
､
尤
吉
｡

小
門
在
酉
方
'
此
方
為
禍
害
方
'
不
吉
｡
宜
改
門
申
方
､
此
方
在
九
宮
為
生
気
方
､
尤
吉
｡

廊
在
午
方
､
此
方
為
延
年
方
､
不
吉
｡
宜
改
移
良
方
､
此
方
為
五
鬼
方
､
尤
吉
｡

又
廊
在
亥
方
'
此
方
為
六
繁
方
､
尤
吉
.

番
所
内
之
水
､
向
門
口
而
流
去
､
不
吉
｡
宜
於
酉
方
掘
塘
以
瀦
'
乃
吉
｡

番
所
後
頭
､
宜
照
図
多
栽
樹
木
､
以
避
崎
枝
山
之
凹
陥
'
乃
吉
｡

其
後
山
'
宜
照
図
日
西
至
東
多
栽
樹
木
､
以
為
犀
障
､
乃
吉
｡

後
之
大
路
､
直
対
崎
枝
山
之
凹
陥
'
不
吉
｡
宜
照
EA
以
改
開
､
乃
吉
｡

当
工
字
路
者
'
必
有
両
家
傷
分
之
坊
｡
伸
筋
村
ロ
ロ
屋

･
破
産
真
村
□
□
屋

･
□
□
屋

･
□
屋
､
犯
此
坊
｡
照
図
以
改
､
則
不
坊
｡

195

l

□
□
□
屋

･
□
口
屋
両
家
､
十
字
対
門
.
恐
有
夫
妻
難
存
之
妨
｡
宜
照
図
以
改
､
乃
吉
｡

一

村
中
樹
木
甚
茂
盛
､
皆
可
伐
去
｡
不
然
､
鬼
怪
棲
止
害
人
｡



一

各
家
樹
木
甚
高
而
茂
盛
､
不
吉
｡
宜
伐
去
其
半
'
以
受
陽
気
'
乃
吉
｡

悪
石
直
対
門
､
不
吉
｡
宜
因
旧
改
開
其
門
､
乃
吉
｡

伸
筋
村
､
四
方
有
路
雄
宅
者
､
主
世
出
癖
蘇
之
人
｡
本
村
□
□
屋

･
□
□
屋
へ
犯
此
坊
｡
照
図
以
改
､
則
不
坊
｡

｢竹
宮
村
｣
書
下
し

竹
富
村

(-)

-
一
､
番
所
は
発
に
坐
し
丁
に
向
か
う
｡
大
門
は
丁
の
方
に
在
り
｡
是
れ
延
年
の
門
な
り
｡
尤
も
吉
｡

2
一
㌧
小
門
は
酉
の
方
に
在
り
｡
此
の
方
､
禍
害
の
方
な
り
｡
吉
な
ら
ず
｡
宜
し
/
pJを
中
の
方
に
改
む
べ
し
｡
此
の
方
､
九
宮
に
在
り

(2)

て
は
生
気
の
方
な
り
｡
尤
も
吉
｡

3
一
､
厨
は
午
の
方
に
在
り
｡
此
の
方
､
延
年
の
方
な
り
｡
吉
な
ら
ず
｡
宜
し
く
改
め
て
良
の
方
に
移
す
べ
し
.
此
の
方
､
五
鬼
の
方
な

(3)

り
｡
尤
も
吉
｡

Vide

4
1
､
又
た
La
は
亥
の
方
に
在
り
｡
此
の
方
'
六
敏
…の
方
な
り
｡
尤
も
吉
｡

L'

(u･･)

5
一
､
番
所
内
の
水
'
門
口
に
向
か
い
て
流
去
す
｡
吉
な
ら
ず
｡
宜
し
く
酉
の
方
に
塘
を
掘
り
て
以
て
瀦
む
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

(6)

6

二

番
所
の
後
頭
'
宜
し
く
図
に
照
ら
し
て
多
-
樹
木
を
栽
え
'
以
て
崎
枝
山
の
凹
陥
を
避
-
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

(--

7
一
､
其
の
後
山
は
'
宜
し
く
図
に
照
ら
し
て
西
よ
り
東
に
至
る
ま
で
多
く
樹
木
を
栽
え
'
以
て
罪
障
と
な
す
べ
し
0
乃
ち
吉
｡(8)

8
二

後
ろ
の
大
路
は
､
直
ち
に
崎
枝
山
の
凹
陥
に
対
す
｡
吉
な
ら
ず
｡
宜
し
く
図
に
照
ら
し
て
以
て
改
め
開
く
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡
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(9)

(_0)

9
1
､
工
の
字
の
路
に
当
た
る
者
は
､
必
ず
両
家
傷
み
分
け
の
妨
げ
あ
り
｡
伸
筋
邑

∪
□
屋
､
披
座
真
相
□
□
屋

･
□
口
屋

･
ロ
屋
､
此

の
妨
げ
を
犯
す
｡
図
に
照
ら
し
て
以
て
改
む
れ
ば
則
ち
妨
げ
ず
｡

(‖
)

10

一
､
□
□
□
屋

･
ロ
ロ
屋
の
両
家
は
､
十
の
字
に
門
に
対
す
｡
恐
ら
-
は
夫
妻
存
し
難
さ
の
妨
げ
あ
ら
ん
｡
宜
し
-
Eg
に
照
ら
し
て
以

て
改
む
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

3≠凸

11

一
､
村
中
の
樹
木
､
甚
だ
茂
盛
す
｡
皆
な
伐
去
す
べ
し
｡
然
ら
ざ
れ
ば
､
鬼
怪
の
棲
止
し
て
人
を
害
す
｡

(C
)

12

一
､
各
家
の
樹
木
､
甚
だ
高
-
し
て
茂
盛
す
｡
吉
な
ら
ず
｡
宜
し
く
其
の
半
ば
を
伐
去
し
て
以
て
陽
気
を
受
く
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

｢風水の村｣序論-『北木山風水記』について-(町田･都築)
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(‖)

一
､
悪
石
の
直
ち
に
門
に
対
す
る
は
､
吉
な
ら
ず
｡
宜
し
く
旧
に
因
り
て
改
め
て
其
の
門
を
開
-
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

(_5)

1
､
伸
筋
村
､
四
方
に
路
あ
り
て
宅
を
囲
む
者
は
'
世
～
療
病
の
人
を
出
す
を
主
る
｡
本
村
□
□
屋

･
□
□
屋
､
此
の
妨
げ
を
犯
す
.

図
に
照
ら
し
て
以
て
改
む
れ
ば
則
ち
妨
げ
ず
｡

姓

(-
)
前
掲
図
6
参
照
｡

(2
)
八
宅
か
ら
み
る
と
'
酉
は
｢禍
害
｣
の
凶
方
､
申
も

｢絶
命
｣
の
凶
方
と
な
る
｡
こ
こ
で
も
鄭
良
佐
は

｢八
宅
｣
で
凶
方
の
と
き
に
は

｢
九

宮
｣
に
よ
っ
て
い
る
｡
前
掲
図
6
㌧
図
9
参
照
｡

(
3
)
前
掲
図
6
参
照
｡

(4
)
番
所
に
よ
っ
て
は
'
師
が
二
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
o

『八
重
山
島
諸
村
所
役
公
事
帳
』
に
｢村
～
番
所
井
お
ゑ
か
屋
雪
隠
所
'
弐
ツ
ニ
壱

ツ
ハ
石
二
而
築
調
侯
事
｣
と
い
う
0
前
掲
図
6
参
照
.

(
5
)
酉
の
方
位
に
塘

(池
)
を
掘
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
典
拠
不
明
｡

(6
)
崎
枝
山
の
凹
陥
は
'
石
垣
島
の
屋
良
部
半
島
の
付
け
根
の
凹
み
を
さ
す
｡
後
掲
図
39
､
後
掲
図

40へ
後
掲
図
41

参
照
｡

(7
)
｢罪
障
｣
に
つ
い
て
は

｢川
平
村
｣
15
参
照
｡
ま
た
後
掲
図
41
参
照
｡
竹
富
村
の
番
所
は

｢坐

契向
丁
｣､
西

か

ら
番
所
の
後
方
の
｢
突
｣
､

つ
ま
り
北
北
東
を
経
て
東
ま
で
植
樹
す
る
よ
う
に
い
う
｡
番
所
の
は
ば
三
方
に
植
樹
す
る
こ
と
に
な
る
｡
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図
39
'
図

40参
照
｡

｢
新
川
村

風水
記
｣
7
参
照
｡

竹
富
島
は
破
座
間
村
と
伸
筋
村
に
分
か
れ
て
い
た
が
､
行
政
的
に
は
竹
富
村
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
た
｡

典
拠
不
明
｡

｢
新
川
村
風
水
記
｣
21
な
ど
に
い
う
'
路
を
挟
ん
で
両
宅
の
門
が
相
対
し
て
い
る
の
と
は
､
少
し
形
状
が
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
｡

村
落
の
中
に
生
い
茂
っ
て
い
る
樹
林
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
｡
｢新
川
村
風
水
記
｣
13
参
照
｡

同
右
参
照
｡

｢
因
旧
｣
は
も
と
通
り
に
｡

｢
新
川
村
風
水
記
｣
日
参
照
｡

｢
川
平
村
｣
日
参
照
｡

(附
記
)

上
勢
頭
亨

『
竹
富
島
誌

民
話
･
民
俗
篇
』

(法
政
大
学
出
版
局
､

1
九
七
六
年
)

｢
95

横
場
所

(
ス
ン
バ
シ
ャ
ー
)
の
由
来
と
島
の
形
の
話
｣

に
､
竹
富
村

(披
座
間
村
)
の
番
所
の
後
ろ
の

｢大
路
｣
に
つ
い
て
の
伝
承
が
み
え
る
｡

｢
美
崎
の
旧
道
路
は
直
線
に
通
っ
て
部
落
の
入
口
の
所
で

曲
が
り
､
こ
こ
に
大
き
な
石
積
み
の
ス
ン
バ
シ
ャ
I
が
築
か
れ
た
･･･-
こ
れ
は
悪
魔
風
の
神
を
よ
け
破
い
す
る
障
害
物
で
あ
る
o
島
民
の
健
康
と
島
の
繁

栄
の
た
め
に
､
島
フ
ン
シ
法
で
造
ら
れ
た
道
路
と
ス
ン
バ
シ
ャ
ー
で
あ
る
､
と
古
老
た
ち
は
言
い
伝
え
て
い
る
｣

(
一
〇
七
頁
)
｡
お
そ
ら
-
明
治
初
期

の
伝
承
と
思
わ
れ
る
が
､
鄭
良
佐
の
風
水
見
分
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
､
今
後
の
調
査
に
期
し
た
い
｡
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EZ140 崎枝の凹陥
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図41 竹富島の樹林
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九
､
古
見
村

｢古
見
村
｣
原
文

古
見
村
移
番
所
時

坐
成
向
辰

番
所
､
地
勢
甚
低
｡
恐
湿
気
甚
重
而
有
居
人
疾
病
之
妨
｡
宜
照
図
以
移
居
其
上
､
乃
吉
｡

大
門
'
欲
開
乙
方
'
在
八
宅
為
五
鬼
方
'
欲
開
辰
方
､
又
為
禍
害
方
'
不
吉
｡
然
古
人
云
､
辰
向
'
巽
為
旺
財
､
巳
為
福
徳
門
｡
以

地
勢
考
之
'
開

(下
欠
)

客
廊
可
作
甲
方
､
此
方
為
五
鬼
方
､
尤
吉
｡

小
門
可
開
辛
方
､
此
処
為
生
気
方
､
吉
｡

痢
可
作
丁
方
､
此
処
為
絶
命
方
､
吉
｡

宅
内
之
水
､
従
門
出
､
則
有
貧
窮
之
坊
､
不
吉
｡
従
乙
方
出
､
則
吉
｡

本
村
､
左
右
有
山
抱
護
｡
又
黒
鳩
山
､
白
海
申
出
而
為
之
罪
障
'
尤
吉
｡
但
村
中
樹
木
甚
高
而
茂
盛
､
道
路
又
無
水
溝
｡
恐
居
人
為

湿
気
所
傷
､
而
不
能
発
生
｡
宜
因
旧
開
溝
'
又
其
樹
木
伐
去
半
､
乃
吉
｡

道
路
以
曲
折
為
吉
｡
本
村
大
板
橋
之
道
､
背
去
而
無
情
'
不
吉
｡
宜
照
図
以
改
開
､
乃
吉
｡

□
□
屋

一
帯
､
不
便
往
来
｡
宜
照
図
以
改
開
'
乃
各
家
得
其
便
'
尤
吉
｡
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*
｢開
｣
字
以
下
は
空
欄
に
な
っ
て
お
り
､
花
山
孫
位
写
本
の
時
点
で
す
で
に
判
読
が
不
可
能
な
状
態
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

｢古
見
村
｣
書
下
し

(-)

古
見
村
､
番
所
を
移
す
の
時

成
に
坐
し
辰
に
向
か
う

｢風水の村｣序論-『北木山風水記』について-(町田･都築)

7 6 5 4 3 2 1

1
'
番
所
､
地
勢
は
甚
だ
低
し
｡
恐
ら
-
は
湿
気
甚
だ
垂
-
し
て
居
人
疾
病
の
妨
げ
あ
ら
ん
｡
宜
し
-
図
に
照
ら
し
て
以
て
居
を
其
の

(-
)

上
に
移
す
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

二

大
門
､
乙
の
方
に
閑
か
ん
と
欲
す
れ
ば
'
八
宅
に
在
り
て
は
五
鬼
の
方
と
な
り
､
辰
の
方
に
閲
か
ん
と
欲
す
れ
ば
'
又
た
禍
害
の

(3)

ち

(4)

方
と
な
る
｡
吉
な
ら
ず
｡
然
る
に
古
人
云
わ
く
'

｢
辰
の
向
き
､
巽
は
旺
財
な
り
､
巳

は
福
徳
の
門
な
り
｣
と

｡

地
勢
を
以
て
こ

れ
を
考
う
れ
ば
開

(下
欠
)

(･J,
)

1
㌧
客
の
廓
は
甲
の
方
に
作
る
べ
し
｡
此
の
方
､
五
鬼
の
方
な
り
｡
尤
も
吉
｡

(6)

一
､
小
門
は
辛
の
方
に
開
-
べ
し
｡
此
の
処
､
生
気
の
方
な
り
｡
吉
｡

(-)

一
､
廓
は
丁
の
方
に
作
る
べ
し
｡
此
の
処
'
絶
命
の
方
な
り
｡
吉
｡

よ

(8
)

一
㌧
宅
内
の
水
'
門
従
よ
り
出
せ
ば
､
則
ち
賓
窮
の
妨
げ
あ
り
｡
吉
な
ら
ず
｡
乙
の
方
従
り
出
せ
ば
､
則
ち
吉
｡

(9
)

(10)

二

本
村
､
左
右
に
山
あ
り
て
抱
護
す
｡
又
た
黒
鳩
山
､
海
中
よ
り
出
て
こ
れ
が
罪
障
と
な
る
｡
尤
も
吉
｡
但
だ
､
村
中
の
樹
木
は

甚
だ
高
-
し
て
茂
盛
L
t
道
路
も
又
た
水
溝
な
し
｡
恐
ら
く
は
居
人
､
湿
気
の
傷
む
る
所
と
な
り
て
､
発
生
す
る
こ
と
能
わ
ざ
ら

(;
)

ん
｡
宜
し
く
旧
に
因
り
て
溝
を
開
-
べ
し
｡
又
た
其
の
樹
木
は
半
ば
を
伐
去
せ
よ
｡
乃
ち
吉
｡
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(12)

8
一
､
道
路
は
曲
折
を
以
て
吉
と
な
す
｡
本
村
の
大
板
橋
の
道
､
背
去
し
て
情
な
し
｡
吉
な
ら
ず
｡
宜
し
-
図
に
照
ら
し
て
以
て
改
め
開

-
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

(_3)

9
1
､
□
□
屋
の

三
間
'
往
来
に
便
な
ら
ず
｡
宜
し
く
図
に
照
ら
し
て
以
て
改
め
開
-
べ
し
.
乃
ち
各
家
､
其
の
便
を
得
｡
尤
も
吉
｡

註

(-
)
古
見
村
に
つ
い
て
は
､
鄭
良
佐
が
風
水
見
分
を
し
た
当
時
､
す
で
に
番
所
の
移
築
が
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
前
掲
図
7
参
照
｡

(2
)
後
掲
図
42
参
照
｡
番
所
は
､
旧
敷
地
の
す
ぐ
上
郡
に
移
動
し
て
い
る
｡

(3
)
前
掲
図
7
参
照
｡
以
下
は
､
番
所
移
動
後
の
坐
向
を
前
提
と
し
た
プ
ラ
ン
で
あ
ろ
う
｡

(4
)
辰
向
き
の
家
宅
の
巽
向
き
の
門
､
巳
向
き
の
門
を
吉
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
'
典
拠
不
明
｡

｢川
平
村
｣
6
参
照
｡

(5
)
前
掲
図
7
参
照
｡

(6
)
前
掲
図
7
参
照
｡

(
7
)
前
掲
図
7
参
照
｡

(8
)
｢新
川
村
風
水
記
｣
15
参
照
｡

(9
)
図
42
､
後
掲
図
43
参
照
｡

(10
)
黒
鳩
山
に
つ
い
て
｡
古
見
村
の
前
方
に
黒
島
が
横
た
わ
っ
て
み
え
る

(図
43
参
照
)
｡

｢
罪
障
｣
と
表
現
し
て
い
る
が
､
こ
こ
で
は
お
そ
ら

く
案
山
､
朝
山

(
｢桃
里
村
｣
註
2
参
照
)
の
形
状
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
｡

『平
陽
全
書
』
巻
三

｢平
陽
三
井
｣
に
'

｢闇

･
広
如
屠
門
･
珠
崖
､

山
島
不
可
勝
数
､
皆
山
脈
入
海
而
復
近
著
｣
と
い
う
｡
つ
ま
り
へ
福
建

･
広
東
の
海
浜

一
帯
の
島
は
､
龍
脈
た
る
山
脈
が

一
旦
海
に
入
っ
て
ま
た

起
ち
上
が
っ
た
も
の
と
い
う
｡
島
は
､
ま
た
山
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

①
島
を
風
水
景
観
の
一
部
､
た
と
え
ば
秦
山

･
朝
山
と
し
て
と
り
い
れ
る
方
法
は
'
琉
球
に
か
な
り
み
ら
れ
る
｡

O

｢首
里
城
地
理
記
｣
で
は
'
馬
歯
山

(慶
良
問
諸
島
)
が
首
里
城
の

｢錦
犀
｣
と
な
っ
て
い
る

(
｢新
川
村
風
水
記
｣
註
2
参
照
)0

O
F伊
是
名
東
江
家
基
関
係
文
香
し

(仮
称
'
東
江
家
蔵
､
浦
添
市
立
図
書
館
長
高
良
倉
吉
氏
提
供
)

同
治
三
年

(
一
八
八
四
)
､
久
米
村
志
多
伯
里
之
子
親
雲
上
に
よ
る
風
水
見
分
文
書
｡
前
諸
兄
親
雲
上
と
書
納
筑
豊
之
の
基
の
方
位
を
記
し
て
､
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図42 古見村絵図
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｢風水の村｣序論-『北木山風水記』について-(町田･都築)

次
の
よ
う
に
い
う
O
｢右
弐
ヶ
所
之
風
水
ハ
子
孫
繁
栄
い
た
し
富
貴
長
命
立
身
之
有
象
､
風
水
甚
可
宜
候
｡
墓
所
ヨ
-
向
二
国
頭
方
獄
相
見
得
候
付
､

風
水
宜
有
之
候
事
｣
｡
こ
こ
で
は
､
伊
是
名
島
か
ら
み
え
る
沖
縄
本
島
の
国
頭
地
方
の
山
々
が
墓
所
の
風
水
景
観
に
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
｡

O

｢佳
城
絵
図
分
金
｣

(棚
原
家
墓
所
記
録
､
棚
原
家
蔵
)

明
治
三
十

一
年

(
一
八
九
八
)
'
久
米
村
鄭
学
道
に
よ
る
久
志
村

･
徳
盛
屋

(棚
原
家
)
の
墓
地
の
風
水
見
分
文
書
｡

｢墓
賛
‥
夫
桂
城
之

一

ヽ
1
ヽ

款
､
龍
盤
虎
据
'
冠
千
本
郡
之
雄
､
牛
眠
鶴
舞
､
以
慰
千
載
之
霊
｡
在
干
前
書
位
者
､
為
文
案
'
在
干
後
吉
位
者
､
為
錦
犀
｡
其
是
天
文
地
理
足

準
云
爾
｣
｡
基
図
に
は
､

｢坐
発
向
T
｣
の
基
の
前
方
に

｢文
案
｣

(葉
山
の
一
)
と
し
て
伊
計
島
､
池
宮
城
島

(宮
城
島
)
､
平
安
座
島
､
浜

比
嘉
島
が
描
か
れ
て
い
る
｡
後
掲
図
44
参
照
｡

②
こ
う
し
た
発
想
は
､
中
国
の
風
水
思
想
に
も
み
ら
れ
る
｡

『地
理
大
全
入
門
要
訣
』
巻

1
｢論
三
大
幹
龍
｣
に
､

｢朱
士
連
日
､
天
下
地
泳
､
発
自
足
為
､
-
-
即
以
中
国
言
之
､
両
京
十
三
省
'
辞
之

1

小
小
穴
場
.
河
南
､
其
中
乳
也
｡
山
東
北
直
､
左
砂
也
｡
呉
越
聞
広
'
右
砂
也
.
東
海
､
明
堂
也
｡
呂
宋

･
琉
球

･
竣
州

･
日
本
'
印
畢
也
｣
と
O

つ
ま
り
､
中
国
大
陸
の
黄
河

･
長
江
流
域
全
体
を

｢穴
｣
と
し
て
､
東
方
の
海
を

｢
明
宝
｣
､
呂
宋

(
ル
ソ
ン
島
)
･
琉
球

(台
湾
か
)

･
壌
州

(海
南
島
)
･
日
本
の
諸
島
を

｢印
星
｣

(寒
山
の
一
か
)
と
み
な
し
て
い
る
｡

(
11
)

｢水
溝
｣
は
排
水
溝
で
あ
ろ
う
｡

『八
重
山
岳
科
人
公
事
帳
』

｢掃
除
緒
方
之
事
｣
に

｢石
垣
井
道
路
溝
耳
石
之
損
所
者
則
～
可
致
修
補
旨
､

唆
之
役
人
江
申
渡
､
違
背
之
方
者
不
掃
除
之
者
'
同
科
可
申
不
事
｣
と
あ
り
'
溝
の
管
理
が
定
め
ら
れ
て
い
た
｡
ま
た
､
樹
木
に
つ
い
て
は

｢
新

川
村
風
水
記
｣
13
参
照
｡

(
12
)
大
板
橋
は
､
後
良
川

(
シ
ー
ラ
川
)
に
架
か
る
大
枝
橋
｡

『金
石
文
』
79

｢大
枝
橋
碑
｣
に
よ
る
と
康
配
州五
十
四
年
(
l
七

1
五
)
に
､
浮

橋
を
架
け
た
と
い
う
｡
前
掲
図
43
参
照
｡
道
路
の
曲
折
に
つ
い
て
は
'

｢新
川
村
風
水
記
｣
5
､

｢川
平
村
｣
5
参
照
｡

(
13
)

｢新
川
村
風
水
記
｣
9
参
照
｡
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図44 佳域絵図分金
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｢風水の村｣序論-『北木山風水記』について-(町田･都築)

一
〇
､
小
浜
村

｢小
浜
村
｣
原
文

小
浜
村

坐
艮
向
坤

番
所
､
坐
丑
向
未
､
大
門
在
来
方
'
是
為
生
気
門
'
尤
吉
｡

小
門
在
庚
方
､
是
為
延
年
門
'
又
吉
｡

客
廊
在
寅
方
へ
此
処
為
旺
気
方
'
不
吉
｡
宜
改
移
甲
方
､
此
処
為
六
繁
之
方
｡
所
在
此
方
'
又
吉
｡

内
之
水
従
丁
方
出
'
則
吉
｡

廓
在
壬
方
､
此
処
為
五
鬼
方
､
又
吉
O

本
村
'
後
有
山
以
為
乏
尿
､
又
衆
山
白
海
申
出
為
之
外
界
､
以
抱
護
｡
尤
為
実
地
｡

村
中
樹
木
甚
高
而
茂
盛
､
不
吉
｡
伐
去
其
半
､
則
吉
｡

南
方
西
方
､
樹
木
甚
少
而
無
遮
蔽
之
佐
｡
宜
照
図
以
栽
樹
木
､
乃
吉
｡

当
工
字
遺
著
'
有
両
家
傷
分
之
坊
｡
本
村
□
□
屋

･
□
口
屋
､
犯
此
坊
｡
改
則
不
坊
｡

四
方
有
通
園
宅
者
へ
主
世
出
療
病
之
人
｡
本
村
□
□
屋

･
口
□
屋
､
犯
此
坊
｡
各
見
其
便
而
塞
断

一
方
､
則
不
坊
｡
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｢
小
浜
村
｣
書
下
し

(-)

小
浜
村

艮
に
坐
し
坤
に
向
か
う

(2)

-
二

番
所
は
丑
に
坐
し
未
に
向
か
う
｡
大
門
は
未
の
方
に
在
り
｡
是
れ
生
気
の
門
な
り
｡
尤
も
吉
｡

(p･)

2
一
､
小
門
は
庚
の
方
に
在
り
｡
是
れ
延
年
の
門
な
り
｡
又
た
吉
｡

3

一
､
客
の
廓
は
寅
の
方
に
在
り
､
此
の
処
'
旺
気
の
方
な
り
｡
吉
な
ら
ず
｡
宜
し
く
改
め
て
甲
の
方
に
移
す
べ
し
｡
此
の
処
'
六
繁
の

(1-)

方
な
り
｡
廓
の
此
の
方
に
在
る
は
'
又
た
吉
｡

上

(5)

4

一
､
内
の
水
､
丁
の
方
従

り
出
せ
ば
'
則
ち

吉

｡

(･b)

5
1
'
断
は
壬
の
方
に
在
り
｡
此
の
処
､
五
鬼
の
方
な
り
.
又
た
吉
｡

(-)

(8)

6
一
､
本
村
､
後
ろ
に
山
あ
り
て
以
て
こ
れ
が
犀
と
な
り
'
又
た
衆
山
の
海
中
よ
り
出
て
こ
れ
が
外
房
と
な
り
､
以
て
抱
護
す
｡
尤
も
実

地
な
り
｡

(9)

7

一
､
村
中
の
樹
木
､
甚
だ
高
-
し
て
茂
盛
す
る
は
､
吉
な
ら
ず
｡
其
の
半
ば
を
伐
去
す
れ
ば
則
ち
吉
｡

(_o)

8
1
'
南
方

･
西
方
は
'
樹
木
甚
だ
少
な
く
し
て
遮
蔽
の
佐
け
な
し
｡
宜
し
く
斑
に
照
ら
し
て
以
て
樹
木
を
栽
う
べ
し
｡
乃
ち
吉
｡

(〓)

9

1
へ
工
の
字
の
道
に
当
た
る
者
は
､
両
家
傷
み
分
け
の
妨
げ
あ
り
｡
本
村
□
□
屋

･
口
□
星
､
此
の
妨
げ
を
犯
す
｡
改
む
れ
ば
則
ち
妨

げ
ず
｡

(_2)

10

一
､
四
方
に
道
あ
り
て
宅
を
既
む
者
は
､
世
～
療
病
の
人
を
出
す
を
主
る
｡
本
村
□
□
屋

･
□
口
屋
､
此
の
妨
げ
を
犯
す
o
各
～

其
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｢風水の村｣序論-『北木山風水記』について一(町田･都築)

の
便
を
見
て

一
方
を
塞
断
す
れ
ば
､
則
ち
妨
げ
ず
｡

註

(
-
)
前
掲
図
5
参
照
｡

(2
)
前
掲
図
5
参
照
｡

(3
)
前
掲
図
5
参
照
｡

(4
)
客
廓
の
在
る
寅
の
方
は
'
八
宅
で
は

｢伏
門
｣
'
九
宮
で
は

｢旺
気
｣
の
書
方
と
な
る
O
甲
の
方
は
八
宅
で
は

｢
六
竹
.J
の
凶
方
と
な
り
､

九
宮
で
も

｢退
気
｣
の
凶
方
と
な
る
｡
LZ
は
凶
万
に
置
く
の
か
吉
で
あ
る
O
前
掲
図
5
､
図
8
参
照
o

(
5
)

｢新
川
村
風
水
記
｣
15
参
照
｡

(
6
)
前
掲
図
-
参
照
｡

(
7
)
小
浜
島
の
最
高
地
点
で
あ
る
大
岳

(
ウ
フ
ダ
キ
'
標
高
九
九
､
四
メ
ー
ト
ル
)
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
｡

｢
川
平
村
｣
15
参
照
､
ま
た
後
掲
図
45

参
照
｡

(
8
)
小
浜
島
は
'
石
垣
島
､
竹
富
島
'
黒
鳥
､
新
城
島
'
波
照
間
島
､
嘉
弥
其
島
､
鳩
間
島
､
西
表
島
に
四
方
を
包
囲
さ
れ
て
お
り
､
｢
熊
山
｣

は
こ
れ
ら
の
島
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
｡

｢川
平
村
｣
15
､

｢古
見
村
｣
7
参
照
｡
ま
た
後
掲
図
46
参
照
｡

-211-

12ll109

｢新
川
村
風
水
記
｣
13
参
照
｡

小
浜
村
は

｢坐
艮
向
坤
｣
'
北
東
が
後
方
､
南
西
が
前
方
と
な
る
｡
南
方
と
西
方
は
村
落
の
左
右
の
先
端
部
と
な
る
｡

｢新
川
村
風
水
記
｣
7
参
照
｡

｢
川
平
村
｣
日
参
照
｡

(付
記
)

本
稿
は
､
平
成
三
､
四
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
総
合
研
究

(A
)
｢東
ア
ジ
ア
風
水
文
化
圏
に
関
す
る
学
際
的
研
究
-
自
然
観

･
自
然

環
境

･
生
活
空
間
-
｣
(代
表
者
､
町
田
宗
博
､課
題
番
号
〇
三
三
〇
五
〇
〇
七
)
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
り
､
現
地
調
査
研
究
は
'
平
成
四
年
度

芋
流
麻
学
術
研
究
助
成
基
金

(｢琉
球
列
島
に
お
け
る
風
水

思
想
の
受
容
と
変
容
｣
代
表
者
､
比
嘉
政
夫
)
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
｡



図45 小浜村周辺図
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｢風水の村｣序論-『北木山風水記』について-(町田･都築)

図46 ｢衆山｣の形勢
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